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2. 農民層分解の性格

(1〕農民層よりの土地所有の分離

タイの農民層分解の傾向は、 上来、(1)経営規模別構成、 なかんずく耕作規模

別農家構成において、 また(2)単位商品・単位土地・経営総体についての価値の

実現状況において、 指標され、分析されてきた。 それは、 約言するなら、 富股

的発展の困難性と地主小作関係展開の可能性を予測させるものであった。 ここ

では、 中農基準の不断の上昇條向のなかで落層化しつつある農民が、 どのよう
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な生産諸関係のなかにまき込まれつつあるのか、 つまり分解の性格の問題にや

や立入って検討を加えておくことにしたい。 以下、 個別村落の事例分析を手始

めとして、 中部タイ全域にわたって検討しておく。

(1)個別事例分析

地主制的分解の特質は、 一つには上地所有の拡大が自家経営の拡大に役立て

られないで他人に貸与され、 所有そのものに寄生化するというところにみいだ

される。 したがって、 この分解の性格は、土地所有の変化がどの程度経営規模

の変化に反映しているか、 つまり土地所有と経営の規模が対応しているのか乖

離しているのか、を検することによって把握されうる。 そこで、この土地所有

規模別構成と経営規模別構成との綜合という方法によって、 中部タイの三村落

における分解の性格を検することにしたい（ただしこの三村落は自然村ではな

＜合鉗jであり、 この点分析の制約となっている）。

第1例 バンマ ー村第 8 部落（第13表）

バンマー村第8部落は、 アユタヤ県バンサイ郡に位置し、 プラヤ ー バンル ー

運河の南岸に細長い列状の集落を形づくっている。 耕地面梢 1,000ライ、 うち

直播地622ライ（ライ当り平均収量15タング）、 田植地 298ライ （ライ当り平均

収最35タング）、戸数32戸（人口 203人）の米作農村である。

①土地所有規模別構成(A表）

この部落の大きな特徴は、 (1)60ライ以上の所有層が全くみられず、村内での

土地所有の集精が遅れていることである。 これは、在村地主の未形成ないし没

落を予測させるものである。 (2)30~60ライの所有層は、 世帯構成において28.2

％、 中層農所有率（この層の所有地の村全耕地に占める比率） においては36.1

％、 とかなり高く、 中層農的所有層が相対的に厚い層をなしているのが注目さ

れる。(3)10ライ以下の所有層がこの村には全くみられないのが特徴である。

⑧経営規模別構成(B表）

所有地から貸付地を除き、 また借受地を加えたのが経営地である。 (1)30~60

ライの中層農的経営層は13戸で、 世帯数の40.7%、経営地の58.4％と圧倒的な

比重をしめている。 しかし注意すべきことは、 この13戸のうち 5 戸は自作農で

あるが、 残りの8戸は大部分小作地に依存する自小作農であるということであ
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タイ農民屈分解の形態(2)（田坂）

第13-A表 BanMa村第8部落の土地所有規模別構成 1968年

所 有規模 世帯 所有 中層農 貸付地 貸付率 借受地
数 （％） 地（％） 所有率

無 所 有 6 18.8 72 

10 ライ以下 ゜

10~20 ライ 8 25.0 88 13. 7 89 
20 ~ 30 ライ ， 28.1 194 30.2 78 
30-40 ライ 4 12.5 127 19.8 

} 36.1 
140 

40- 50 ライ 3 9.4 134 20.8 22 16.4 
50 ~ 60 ライ 2 6.3 100 15.6 
60~80 ライ ゜

80~ 100 ライ ゜

100 ライ以上 ゜

計 32 100.0 643 100.0 22 3.5 379 

入作
地率

35. 7
（（前考〕 J) 友杉孝「パンサイ郡予備調査」（ rアジア経済』 1968年 6 月号）の第 1 表を利用して作成。

2) BanMa村は， Ayuthaya 県 Bamsai 郡に位置している。
3) 中層農所有率とは中層農 (30-60 ライ規模）の所有地の村全耕地（作付地）に占める比率のこと

である。 また貸付率とは， 所有地にしめる貸付地の比率のごとである。
入作地率とは ， この村の全耕地（作付地）にしめる他村所有地（入作地）の比率のことである。

第13-B表 BanMa村第8部落の経営規模別構成 1968年

耕作規模 世帯数 作付地
中層農 借受地

（％） （％） 作付率

非 耕 作 4 12.5 
10 ラ イ 以 下 ゜

10 ~ 20 ラ イ 4 12.5 47 4.7 5 
20 - 30 ラ イ ， 28.1 189 18.9 32 
30 ~ 40 ラ イ 3 9.4 95 9.5 

} 58. 4 
45 

40 ~ 50 ラ イ 4 12.5 180 18.0 47 
50 ~ 60 ラ イ 6 18.8 309 30:9 130 
60 ~ 80 ラ イ ゜ ゜

80 ~ 100 ラ イ 1 3. I 80 8.0 50 
100 ライ以上 1 3.1 100 10.0 70 

計 32 100.0 1,000 379 
〔備考〕 1) 出所は第13-A 表に同じ。

2)中層農作付率とは全作付地にしめる中層農の作付地の比率のこと。
また借受率とは ， 作付地にしめる借受地の比率のこと。
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る。 すなわち、 中層農的規模の経営といっても、 地主小作関係の展開と表裏を

なす自小作農と、 いわば分解以前の状態を意味する自作農との、 二つの性格を

異にする階層がふくまれているのである。(2)80ライ以上を経営する富農的規模

の農家が 2 戸ほど みられるが、 しかし経営地の60％以上を借受地（小作地）に

依存しており、 経営の経済的内容としては中農の水準にとどまっている。 な

ぉ、耕作規模が大きくなるほど借受地に依存する割合が高くなっている点に注

意する必要がある。(3)10ライ以下の経営層が全くみられない点に止目すべきで

ある。 これは、 上層に生活の一端を依存せざるをえない零細農民が、 その上層

の欠落のゆえに、 村内での雑業廣的滞留が難しく、 村外への流出をまねいてい

ることを推測させるものである。 なお、 非耕作枇帯 4 戸のうち、 3 戸は商業・

雑業に従事し、 残り1戸は出稼世；帯である。

以上の経営規模別構成と土地所有別構成を対比すると、 土地所有と経営の乖

離は明瞭であるが、 ここでこの乖離を検する目的で C 表を作成し、 つぎに掲げ

る。

第13-C表 BanMa村第8部落
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この村では、 土地所有の大きな集積はみられず、 したがって経営規模を上回

るほどの土地所有を有している股家はわずか1戸で、 しかも規模は小さい。 こ

れに対して、 ほとんどの農家の土地所有は零細で、 所有規模を上回った経営規

模を維持している悶家、 つまり自小作農は12戸にものぽっている。 ここに、 土
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地所有と経営規模との乖離、つまり地主制的分解の特徴の一端をみることがで

きる。 ただし、 この村では、 土地所有と経営の規模が一致している農家、 つ ま

り自作農は 1 5戸あり、 相対的に高い比重をみせている。

③小作関係

A•B両表について、 ここで留意すべきは、 次の点である。(1)総耕地1,000

ライのうち、小作地は379ライで、 借受小作地率は37.9%である(B表）。 この

比率は、アュタヤ県の平均小作地率(58.7形）とくらべると、かなり低率であ

る。(2)この 379ライの小作地が各所有規模別階層にどのように腿しているかを

みると、 特徴的なことは、 借受地をもつのはすべて40ライ以下の所有階層であ

る点である。 なお、 貸付地をもつ農家が1戸ほどあるが、貸付率（所有地のう

ち貸付小作地の占める比率）はわずか 3,5形 で、 地主的性格をもつとは到底い

えない比率である(A表）。（3）借受小作地は379ライであるが、村内からの貸付

小作地はわずか22ライにすぎない。 差引き 357ライは他村の所有者によるもの

であって、 入作地率35.7形がこれを指標する (A表）。 村外所有者のうち最大

のものは、 「安南人を信者に持つカトリック教会」 （友杉孝「バンサイ郡予備

調査」、 「アジア経済』第9巻第6号、 1968年）で、 その本部はバンコクにあ

る。

以上を要約すれば、 村内での土地所有の集積がおくれ、 在村地主は未形成で

あり、 これに対応して零細膜の雑業脳的滞留も難しく、 流出が予想され、 他

方、 自小作中層農が相対的に厚い層をなして 村外の 所有者から借地している

―いわば典型的な不在地主型の村落であると推測される 。

第2例 バンプラオ村第9部落（第14表）

バンプラオ村は、 ナコンナヨック県 バンナー郡に位置し、 バンバコン川の水

系に属する小河川に沿って微高地上 に列状に形成されている。 第9部落の総耕

地面積は869.5ライ、 戸数27戸（人口190人）の米作農村である。

①土地所有規模別構成(A表）

この村の大きな特徴は、(1)30~60ライの所有層の世帯比率がきわめて低く、

中層農所有率もわずか 8.4％にすぎず、中層農の分解が著しく進展している点

である。(2)60ライ以上の所有農家がこの村には4戸あり、この4戸が、この村
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第14-A表 Ban Phrao村第 9 部落の土地所有規模別構成 1971年

所有規模
世帯 所 有 中層農

貸付地 貸付率 借受地
数 （％） 地 (%) 所有率

無 所 有 8 29.6 148 
10 ライ以下 10 37.0 33.5 5.5 6 17.9 204 
10~20 ライ 2 7.4 32 5.2 31 
20~30 ライ 1 3. 7 22 3.6 30 
30 ~ 40 ライ 1 3. 7 30 4.9 

} 8.4 40~ 50 ライ 1 3.7 43 7.0 
50 ~ 60 ライ ゜ ゜

60~80 ライ 2 7.4 134 21. 8 30 22.4 
80 -.100 ライ· ゜ ゜

100-150 ライ 1 3. 7 114 18.6 20 17.5 
150 ライ以上 1 3. 7 206 33.5 102 49.5 

計 27 100.0 614.5 100.0 158 25. 7 413 

（備考〕1)北原淳氏の1971年の調査原表を利用して作成。
2) Ban Phrao村はNakhon Nayok県BanNa郡に位世している。
3) 中層農所有率， 貨付率， 入作率の算出方法については第13-A表と同じ。

入作
地率

29.3 

の全所有地 615 ライの 73.9彩を集積している。 (3)20 ライ以下の所有層の世帯比

率は44.4形と高く、 この層の村内滞留がみとめられる。 そのうえ無所有世帯が

8戸もみられる。 以上、 土地所有別構成によって分解度を検すれば、 この部落

は分解の最も進んだ部類に属する。

⑨経営規模別構成(B表）

(1)30~60 ライの中層農的な経営層は11戸で、 世搭数の40.7%、 経営地の52.6

％という大きな比率をしめている。 いま、 土地所有別構成でみた30~60 ライ層

の世帯比率 7.4形と対比すれば、 土地所有と経営の乖離は明らかである。 ちな

みに、 30~60 ライの経営農家11戸を自・小作別に区分すれば、 3 戸が自作農

で、 残り8戸が自小作農である。 経営規模別構成の視点でみた中層農には、性

格を異にする 2 つの層が混在し、 この園の比重を高めていることが明らかであ

る。 (2)60 ライ以上経営層はほとんどすべてが自作地で有利な経営を進めている

が、 60 ライ以下層になると自作地は20~50％にすぎず、 経営は困難かつ不安定

なものであると推察される。 (3)20 ライ以下の経営層と全く耕作をしない層は、
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第14-B 表 Ban Phrao 村第 9 部落の経営規模別構成 1971年

耕作規模 世帯数 作付地
中層農

借受地
（％） （％） 作付率

非 耕 作 5 18.5 
10 ラ イ以下 4 14.8 10.5 1. 2
10 - 20 ライ 2 7.4 37.5 4.3 33 
20 ~ 30 ラ イ 1 3.7 29 3.3 24 
30 - 40 ライ 4 14.8 128 14. 7

} 52.6 
66 

40 ~ 50 ライ 4 14.8 172 19.8 87 
50 - 60 ライ 3 11. 1 157.5 18.1 133 
60 ~ 80 ライ 2 7.4 137 15.8 70 
80 ~ 100 ライ 1 3.7 94 10.8
100 ~ 150 ライ 1 3.7 104 12.0
150 ライ以上 ゜

計 27 100.D 869.5 100.0 413 

（備考） 1) 出所は第14-A 表に同じ。

2) 中層農作付率 ， 借地半についてぱ第13-B 表に同じ。

借受率

88.0 
82.8 
51.6 
50.6 
84.4 
51. 1

47.5 

全戸数の40.7％で、 日雇その他の余業 に よって家計を維持し なければならない

雑業層的階層である。 この ような零細農 の雑業層的滞留を可能にしているの

は、 彼 らに余業を提供する上層が形成されている からと思われ、 この点、 バ ン

マ ー村第8部落と異なる点である。

ここで、 以上の問題点を整理する意味で、 C 表を掲げ、 この部落の腿家の土

地所有と経営規模との関連を表示しておこう。

土地所有の大きい 農家の経営規模は、 彼の土地所有規模を下回り、 逆に、 土

地所有の零細な農家は、 彼の所有規模を上回った経営規模を有している。 ただ

し、 この村の上層 農は C 表の45度階段線（所有と経営の一致線）の近くに散在

していること からも明らかなように、 かなりの手作経営を保持してお り、 ただ

ちに寄生地主化の方向を示すとはかぎらない。 なお、 土地所有と経営の規模が

一致した 農家は7戸ほどみられるが、 そのうち4戸は10ライ以下の零細な飯米

農家であ り、 農業経営として自立し得る自作 農家は実質的にはわずか3戸 にす

ぎない。
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第14-C表 Ban Phrao 村第 9 部落

ライ150
100 

90 

所80
70 
60 

有50
40 

30 
·20 

s 4 2 1 4 4 3 1 1 a 1 1 a l21r' 

l

1

0

0

1

ー

l 1 l 
l· 1 1 

2
 
10
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100150 

経 営 ” 

®小作関係

A• B両表について、 ここで留意すべきは、次の点である。

(1)総耕地面積869.5ライのうち、 小作地は4 13ライで、 借受小作地率は47.5%

である(B表）。 この比率は、 ナコンナヨック県の平均小作地率(56.3光）と

くらべると、 やや低率である。(2)この小作地が所有階層別にどのように分布し

ているかは、 A表に整理したごとくである。 すなわち、特徴的なことは、30~

60ライの中屈農的所有階層を境として、 貸付地をもつものは60ライ以上層、 借

受地をもっものは30ライ以下層とはっきり分れていることである。 1 50ライ以

上層の1戸は、 所有地の約半分（貸付率49. 5%)を貸付けているとはいえ、 な

お100ライ以上の手作地を経営しており、 寄生地主化しているとはいえない 。

(3)借受小作地は413ライ、 村内からの貸付小作地は158ライ、 したがって差引き

255ライは村外からの入作地である(A表）。 入作地率は29.3%で、 これは、 バ

ンマ ー村第8部落より低いが、 相対的にはかなり高い。 村外所有者のうち有名

な人物は、 「ナコンナ ー ヨックに住むTという女性」の「金貸し」で、 村内に

は「彼女から借金している者もいる」といわれている（北原淳「タイ米作農業

の経済構造」 「アジア経済」第1 5巻第4号、1 974年、34頁）。

以上の指標によって、 バンプラオ村第9部落は、 在村の地主手作経営（＝富

農の1亜種）の発展がみられる村落ということができよう。
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第15-A表 Ban Bhrao村第12部落の土地所有規模別構成 1971年

所 有規模
世帯 所有 中層農 貸付地 貸付率 借受地

入作
数（％）． 地（％） 所有率 地率

無 所 有 17 32.1 297 
10ライ以下 ， 17.0 33.5 2.5 229 
10~20ライ 6 11.3 80 6.0 84 
20 ~ 30ライ 4 7.5 86.5 6.5 55 
30-40ライ 2 3.8 70 5.2 

} 27. 7 
42 

40 ~ 50ライ 5 9.4 209 15.6 30 14.4 5 
50 ~ 60ライ 3 5. 7 171 12.8 39 22.8 
60 ~ 80ライ 3 5. 7 210 15.7 73 34.8 
80~100ライ 2 3.8 184 13.7 144 78.3 
100~150ライ 1 1.9 126 9.4 
150ライ以上 1 1. 9 170 12.7 140 82.4 

計 53 100.0 1,340 100.0 426 31. 8 712 .17.6 

〔備考〕1)北原淳氏の1971年の調査原表を利用して作成。なお ， 北原氏の同資料を分析した研究に ， 「タイ米
作農業の経済構造」（『アジア経済」1974年4月， 7月号）がある。

2) Ban Phrao村は， Nakhon Nayok県Ban Na郡に位置している。
3) 中層農所有率， 貸付率， 入作地率については第13-A 表に同じ。

第3例 バ ンプラオ村第12部落（第15表）

①土地所有規模別構成(A表）

この村の 土地所有別構成についての特徴は、次のとおりである。

(1)30~60ライの中層農的所有層の枇帯比率は18.9%、中層農所有率は27.7%

で、この村の中層農の分解度は、バ ンマ ー 村第 8部落とバ ンフ゜ラオ村第9部落

との中間にあるといえよう。(2) 60ライ以上の所有階層の世帯数は 7戸で、 こ

れは全世帯の13.3％にあたる。 この 13. 3% の上層農家が、 この村の全所有地

1,340ライの51.5％にあたる690ライを集積している。集積の規模自体はかなり

大きいが、集積度は第9部落より劣る。(3) 20ライ以下の所有層の世帯比率は

28.3％とかなり高く、また無所有世帯の比率も32.1％あり、これら両層の村内

滞留が窺える。

②経営規模別構成(B表）

(1)30~60ライの 中層農的な経営層は25戸で、全世帯 の 47.2%、総作付地の

60 .8％というきわめて大きな比重をしめている。こ こで、土地所有別構成でみ
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第15-B表 Ban Phrao村第12部落の経営規模別構成 1971年

耕作規模 世帯数 作付地 中層農 借受地
（％） （％） 作付率

非 耕 作 ， 17.0 
10ライ以下 3 5. 7 9.5 0.6 
10 ~ 20ライ 3 5. 7 39 2.4 17 
20 - 30ライ 8 15.1 188.5 11.6 94 
30 - 40ライ 12 22.6 400 24.6 

} 60.8 
225 

40 ~ 50ライ 11 20.8 474 29.2 183 
50 - 60ライ 2 3.8 115 7.1 58 
60 ~ 80ライ 4 7.5 274 16.9 135 
80 - 100ライ ゜ ゜

100 - 150ライ 1 1. 9 126 7. 7
150ライ以上 ゜ ゜

計 53 100.0 1,626 100.0 71? 

〔備考〕1)出所は第15-A表に同じ。

借受率

43.6 
49.9 
56.3 
38.p
50.4
49.3

43.8 

2)中層農作付率とは（中層農による作付地＋全作付地）のこと。また借受率とは（借受地＋作付地）
のこと。

た30~60ライ所有層の椛帯比率18.9％と対比すれば、土地所有と農業経営の乖

離は歴然としている。さらに、この中層農的経営25戸を立入って検討すると、

土地所有と経営が一致している農家はわずか5 戸であり、土地所有が経営規校

よりも零細な農家（小作・自小作）は15戸、逆に土地所有が経営を上回る農家

は5戸、そのうち完全な寄生地主が 1戸、となっている。した がって、経営規

模別構成よりみた30~60ライ層には、自作農、小作・自小作農、寄生地主とい

う、3つの性格を異にする階層が混在しているのである。 (2) 126ライを経営す

る 1戸のみが自己所有地によるだけで、80ライ以下の経営層は経営地のほとん

ど半ばを借受小作地に依存している。(3)20ライ以下の経営層と非耕作層は15戸

で、これは全批帯の28 .4％にあたる。この圏は、股業のみによっては生計を維

持することができない層であり、した がって余業を必要とする陪である。

ここで、この部落の農家の、土地所有と経営との閲辿を表示するC表を掲げ

る。

この部落は、これまでの3つの部落のなかで、土地所有と経営の分離が一番

はっきりと現われている部落である。経営規模よりも土地所有が上回っている
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第15-C表 Ban Phrao 村第12部落
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農家はあわせて 8 戸、うち完全に寄生地主的性格をもつものが 2 戸、 また経営

規模よりも土地所有が零細な農家はあわせて25戸、うち完全な小作農が10戸、

そして土地所有と経営の規校が一致している農家は12戸、 うち富農的経営が 2

戸、 また無所有で非耕作の世帯は8戸である。 以上は、地主小作関係がかなり

進展してきていることを窺うに充分である。

⑧小作関係

A•B 両表について、 ここで留意すべき点を、 2 、 3 指摘しておきたい。

(1)この村の総耕地面穂1,626 ライのうち、 小作地は712 ライで、 借受率は43.8

形である。 この比率は、 第9部落の借受率よりも、 またナコンナヨック県の平

均借受小作地率よりも、 かなり低率である。(2)この小作地（貸・借）の所有階

層別分布をみると、 貸付地・借受地ともほとんどもたない40~50 ライ所有層を

境として、 貸付地をもつのは50 ライ以上贋、借受地をもつのは40 ライ以下層と

はっきり分れている。 とくに、 80~100 ライ層と150 ライ以上層の貸付率は、い

ずれも80％前後の高率であり、 これは、 この層が経営収益（自作地経営）より

も小作料取得（小作地貸付）に経営の重点を移していること、 つ まり寄生地主

化していることを示している。 (3)この村の借受地712 ライのうち、 286 ライ（入

作地率17.6%）は、 他村の地主が所有する入作地である。 この部落の入作地率

は、 第9部落よりも、 またバンマ ー 村第8部落よりも低い水準にある。 逆に、
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村内の地主から提供された貸付小作地が全小作地に占める比率は、 他の2部落

(5.8％と38.3%)とくらぺて最も高く、59.8％である。

以上、 要するに、 一方 で．、 土地が少数の在村地主の手に集中されるととも

に、 他方では、 零細所有層が賃仕事や小商いに生活の糧をもとめつつ雑業層と

して滞留し、総じて少数の在村地主と多数の中小零細農が村内にひしめいてい
． ． ． ．

る一一いわば在村地主型村落と推測される。 ただし、 この村では、 均分相続を

原則とする相続形態が解体しながらも残存しているために、 さきの2戸の寄生

地主世帯も、 子供への土地の分割によって「消滅」する場合が充分考えられる。

この点、 不在地主（商人地主）の土地集積とはことなって、 在村地主の集積は

「必ずしも構造的に安定していない」 （北原、 前掲論文、35頁）といわれるゆ

えんである。（在村地主と商人地主については、 後段のC2)地主類型をみよ。）

(2)地主制の進展と地帯構成

われわれは、 上来、 土地所有別構成と経営規校別構成との綜合という視点か

ら3ヵ村の分解の性格を検討し、 地主小作関係がいくつかの類型をとりながら

展開してきていることを碓認した。 この事実から、 すくなくとも中部クイのそ

れぞれの地域において、 胞民からの土地所有の分離、 すなわち小作関係の相当

程度の進展が推断されうる。 そこで、 地主制の展開度の指標である小作地率と

小作農率を基準とし、 地主小作関係の進展とその地帯構成について検討してお

きたい。

①小作地率

ここで、 第16 表基本表Aを掲示し、 小作地率について若干の考察をくわえて

おく。

(1)増減率。 某本表Aは、1958年、 67-68年、73-74年の3時点において小作

地率を県別に表示したものである。 小作地率の分析において、 その歴史的推移

を追求し、 地主小作関係の進展度と地域的不均等性を探るということは、 一つ

の重要な論点をなしている。 しかし、 ここで利用する某本表Aは、 これを構成

する各資料の性格がそれぞれに異なるため、 利用上大きな制約をもち、 小作地

率の一般的傾向の析出に困難をもたらしている（とくに1973-74年度の小作地

率係数は全体として低率にすぎると思われる）。 この点を考慮に入れたうえで、
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第16表 基本表A 小作地率の推移

1958年 1967-68年 1973-74年
県 名

実数（ライ） 小作地率係数（％） 実 数（ライ） 小作地率係数（％） 小作地率係数（％）

（地帯別）
土

調
地面

査
積 小作地 謡

20県
過
平均 調 旦禾

小 作 地 小作 2
超
6県過平均

率
58年

滅
甚準 小作 第7区平均 67年基準

超 率 土地 面積 地率 増 率 地率 超 過率 増滅率
Inner Central Plain 

Pra Nakhon 7,066 4,033 57.1 52. 7 266,126 171,420 64.4 95. 2 12.8 
Thon Buri 85,383 46,927 55.0 66. 7 41. 3 37. 7 (-)24. 9 
Samut Prakan 6,903 4,335 62.8 67.9 272,079 174,677 64.2 94. 5 2.2 62.8 109.3 (-) 2. 2 
Nonthaburi 3,042 1,218 40.0 7.0 211,893 74,230 35.0 6.1 (-)12.5 54.8 82. 7 56.6 
Pathum Thani 7,166 4,243 59.2 58.3 745,358 506,951 68.0 106. 1 14.9 73.6 145.3 8.2 
Nakhon Pathom 717,681 304,303 42.4 28.5 35.8 19.3 (-)15. 6 

Ayuthaya 12,937 6,098 47. 1 25.9 1,217,277 664,796 54.6 65. 5 15.9 58. 7 95. 7 7.5 
Saraburi 5,280 1,010 19.1 (-)48. 9 620,801 268,911 43.3 31.2 126. 7 34.2 14.0 (-)21.0 
Ang Thong 2,992 1,078 36.0 (-) 3. 7 409,973 134,987 32.9 (-) 0. 3 (-) 8.6 34.2 14.0 4.0 
Sin Buri 355,679 114,184 32.1 (-) 2. 7 28. 7 (-) 4. 3 (-)10. 6 

Suphan Buri 16,048 4,951 30.9 (-)17.4 1,238,538 342,791 27. 7 (-)16.1 (-)10. 4 28. 7 (-) 4. 3 3.6 
Chai Nart 4,820 1,569 32.6 (-)12. 8 679,908 172,975 25.4 (-)23. 0 (-)22. I 18.5 (-)38.3 (-)27. 2 
Lop Buri 6,277 1,924 30.7 (-)17.9 586,306 253,018 43.2 30.9 40. 7 25.8 (-)14.0 (-)40. 3 

計 72,531 30,459 42.0 12.3 7,407,002 3,230,170 43.6 32.1 (-)23. 6 
East Sub-region 
Chanthaburi l, 114 80 7.2 (-)80. 7 4.4 (-)85. 3 
Chachoengsao 10,535 6,244 59.3 58. 6 903,384 504,141 55.8 69. 1 (-) 5. 9 46.8 56.0 (-)16.1 
Chon Buri 4,431 1,203 27. 1 (-)27. 5 27. 1 (-) 9. 7 
Pr a chin Buri 7,615 2,506 32.9 (-)12.0 956,491 204,114 21.3 (-)35. 5 (-)35. 3 16.4 (-)12.0 (-)23.0 
Trat 12.3 (-)25. 7 
Nakhon Nayok 629,607 392,223 62.3 88.8 56.3 87. 7 (-) 9. 6 

Rayong 3.8 (-)87. 3 

計 23,695 10,033 42.3 13.1 2,489,482 1,100,478 44.2 33.9 4.5 
West Sub-region 

Kanchanaburi 1,127 271 24.0 (-)35.8 253,055 25,504 10.1 (-)69.4 (-)57. 9 14.0 (-)53.3 38.6 
Phetchaburi 324,064 101,835 31.4 (-) 4. 8 21. 1 (-)29. 7 (-)32.8 
Prachuap Khiri Khan 3.9 (-)87.0 
Ratchaburi 3,238 l, 358 41. 9 12.0 449,985 133,947 29.8 (-) 9. 7 (-)28. 9 28.3 (-) 5. 7 (-) 5. 0 
Samut Songkhram 20.4 (-)32. 0 
Samut Sakhon 2,564 1,058 41. 3 10.4 21. 6 (-)28. 0 

計 6,929 2,687 38.8 3. 7 1,027,104 261,286 25.4 (-)23.0 (-)34. 5 
North Central Region 

Karnphaeng Phet 470,364 38,691 8.2 (-)75.2 10.3 (-)65. 7 25.6 

Tak 11.6 (-)61.3 
Nakhon Sawan 9,078 1,607 17. 7 (-

） 
)52. 7 1,577,565 306,807 19.4 (-)41. 2 9.6 23.1 (-)23.0 19.1 

Phi chit 10,003 1,503 15.0 (- 59. 9 798,934 131,163 16.4 (-)50. 3 9.3 24.0 

{― }2
0.0 46. 3 

Phi tsanulok 』� 750,688 47,664 6.3 (-)80. 9 16.3 - 45.7 158. 7
Phetchabun 1,765 32 1.8 (-)95.2 396,581 19,875 5.0 (-)84. 8 177. 8 7.2 -)76. 0 44. 0
Sukothai 546,621 16,784 3.1 (-)90. 6 9.5 (-)68. 3 206.5
Uttaradit 10.9 (-)63. 7 
Uthai Thani 424,810 92,156 21. 7 (-)34.2 15. 7 (-)47. 7 (-)27. 6 

計 20,846 3,142 15.1 (-)59. 6 4,965,563 653,140 13.2 (-)60. 0 (-)12.6 

総 計 124,001 46,321 37.4 15,889,151 5,245,074 33.0 (30.0) 
〔備考〕 1) Phawa Ni sin khong Chawna lae Kan Kha Khaw nai Phak Klang Prathet Thai, P. S,, 2501-01. Tarangthi 9 およびLand Economic Report-lnnd Tenure Situatwn 

in 26 Changwats of Central Region, 1967-68. Table 1, 2 より， またLaksana Kanthukhrongthidin Phua Kasedkam, P. S., 2516-17. Tarangthi 1, 12 より作成。
2) 小作地率係数のうち r20県平均超過率」とは， 20県の平均小作地率を超過する率（プラス ， マイナス）を示すc ただし ， 1973-74年の場合は， 36県の平均小作地率が不明なので， 上記の資料

があげている農業経済地城第7区(Lop Buri県、 Saraburi県）の平均小作地率を基準として超過率を示した。
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試みに増減率指標をみておこう。

A表の数字に忠実であるかぎり、 1958年 から 1973-74年にかけて、 Inner

Central Plain では、 小作地率の増減が県別に交錯し、 全体として横ばい傾向

にあり、 East および West Sub-region の両地域では減退傾向を示し、 North

Central Region では小作地率の絶対的数値は一番低いが、 し かし 一貫して増

大傾向にあるといえる。 個々の実態報告や資料から推測して、 中部タイの小作

地率が一般的傾向として減退傾向にあるとは到底考えられず、 上記の数字が示

す歴史的傾向は、各時点の調査地点の相異（小作地率の地域的不均等性）や調

査形式の相異などを反映したものとみて大過ないと思われる。

(2)超過率。 超過率係数とは、各年度の平均小作地率を超過する比率を示すも

ので、 これは、小作地率の地帯構成を指標するものである。 小作地率の増減率

について充分に信頼するに足る資料が見出せない現在、 この指標のもつ意義は

重要である。

さて、 基本表Aによって、 超過率を通覧するに、 いずれの年度においても、

Inner Central Plain と East Sub-region において高く、 逆に、 North Central 

Region においてマイナスを記録している。 ここで、 さらに県別・超過率にま

で立入ってみると、 Inner Central Plain の地域では、 アユタヤ以南のデルタ

下流部(8県）とアユタヤ以北のデルタ上流部(5県）との間に小作地率の大

きな開差がみられ、 また、 East Sub-region でも、 チャチ ュ ンサオとナコンナ

ヨックおよびチォンプリーの3県と他の4県との間に不均等性が生じている。

さらに、 West Sub-region でも、 カンチャナブリ ー とプラチ ュ アップキーリ

ーカンをのぞく4県の小作地率が相対的に高くなっている。 超過率係数の高い

県は15県—ープラナコン、 トンブリ ー 、 サム ー トフ゜ラカン、 ノンタブリ ー 、 バ

トムタ ー ニ ー 、 ナコンパトム、 アュタヤ、 サラプリ ー、 チャチ ュ ンサオ、 ナコ

ンナヨック、 チォンプリ ー 、 ペッチャブリ ー 、 ラ ーチャブリー、 サム ー トソン

クラ ーム、 サム ー トサコン＿におよび、 これらはいずれもプラナコン＝トン

ブリ ー地区を中心点とする半経100キロメ ー ）レの同心円地域に属し（第2図を

参照）、 平均小作地率54.8免 (1967-68年）という、 クイ地主制の心臓部地帯

を構成している。
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第16表 分析表A 小作地率別および自作農率別・県数の推移

文：年
＼
度 58 67-6,8 73-74 67-68 73-74 雙／

70 · 1 
1 

65 
1 

60 
3 1 

小 3 2 2 
55 --

1 1 
50.,● 

1 
45 ·、 1 

地 40 
3 3 1 
1 1 1 

35 
4 3 率 2 

30 -
1 3 

（％） 25 
1 2 5 

20 
15 

3 2 4 

10 . 1 5 
2 4 5 

3 
1 

- 85
2 

1 
- 80 

2 
2 4 

75

1 3 
- 70

2 
65 作5 

4 5 
60

1 2 
55 農

2 2 
50

1 
45

1 
40 （％） 

1 1 
35

5 3 
30 

1 
20

計 20 26 
(100%) (100%) (100%) 

26 34 計(100%) (100%) 
40％を上 8 10 
回る県数 (40%) (38%) (21%) 

16 17 60％を下
(62%) (50%) 回る県数

とこで、参考まで に分析表Aを掲示する。 この表は、 小作地率別・県数の歴

史的推移を追求する目的で作成されたものであるが、各時点の調査県数の相異

や資料それ自体の問題もあって、 一般的傾向を明示するまでにはいたっていな

い。 ちなみに若干の説明をくわえると、40％以上の小作地率を示す県は、1958

年の時点で 8 県、 67-68年の時点で10県、 73-74年の時点で 7県となってい

る。 しかし、 この数値とは逆に、現実には、小作地率40％以上の地域（県）は

増大しているのではなかろうか。

⑨小作農率

つぎに、第16 表基本表Bを掲示し、 小作農率について若干の考察をくわえて

おく。

(1)増減率。 基本表Bは、1963年、67-68年、73-74年の3時点において 小作

農率（ないしは自作農率）を県別に 表示したものである。 ただし、 小作農率 の
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県 名

Inner Central Plain 
Pra Nakhon 
Thon Buri 
Samut Prakan 
Nonthaburi 
Pathum Thani 
Nakhon Pathom 
Ayuthaya 
Saraburi 
Ang Thong 
Sin Buri 
Suphan Buri 
Chai Nart 
Lop Buri 

計
East Sub-region 
Chanthaburi 
Chachoengsao 
Chon Buri 
Pr a chin Buri 
Trat 
Nakhon Nayok 
Rayong 

計
West Sub-region 
Kanchanaburi 
Phetchaburi 
Prachuap Khi ri Khan 
Ratchaburi 
Samut Songkhram 
Samut Sakhon 

計
North Central Region 
Kamphaeng Phet 
Tak 
Nakhon Sawan 
Phi chit 
Phi tsanulok 
Phetchabun 
Sukothai 
Uttaradit 
Uthai Thani 

計

総 計

第16表 基本表B 小作農率の推移

農 家

総数

20,385 
14,970 
15,930 
17,399 
19,695 
44,078 
43,771 
30,481 
25,039 
18,841 
63,895 
32,469 
44,177 

391,130 

22,674 
34,683 
38,866 
40,237 
9,469 

17,219 
23,516 

186,664 

30,024 
25,191 
20,642 
43,442 
12,865 
13,013 

145,177 

28,733 
19,734 
83,148 
50,135 
49,015 
48,290 
46,840 
34,843 
19,791 

380,529 

1,103,500 

1 9 6 3年

実 数（戸数）

自
自

作
小 作

農
農． 小 作 農 その他

9,917 8,045 2,423 
8,525 5,402 1,043 
7,783 6,562 1,585 

12,502 3,697 1,200 
8,159 7,889 3,647 

31,199 8,229 4,653 
33,110 5,390 5,271 
23,158 4,443 2,880 
21,843 811 2,385 
17,072 416 1,353 
51,931 4,423 7,541 
27,454 1,939 3,076 
35,760 2,518 5,899 

288,413 59,764 42,956 

21,458 209 1,007 
20,978 9,582 4,123 
27,308 6,570 4,988 
25,771 2,680 11, 786 
8,770 64 635 

11,490 3,363 2,366 
20,588 689 2,239 

136,363 23,157 27,144 

23,029 2,107 4,888 
21,981 1,317 1,893 
17,242 236 3,164 
34,974 5,088 3,380 
9,835 2,481 549 
8,209 3,699 1,105 

115,270 14,928 14,979 

23,762 2,106 2,865 
18,470 219 1,045 
65,508 6,652 10,988 
23,750 3,658 22,727 
42,698 1,856 4,461 
41,173 1,457 5,660 
42,163 896 3,781 
33,331 335 1,177 
15,093 1,170 3,528 

305,948 18,349 56,232 

845,994 116, 198 141,311 

自 作 ・
自小 作

農率（％）

48.6 
56.9 
48.9 
71. 9
41. 4
70.8
75.6
76.0
87.2
90.6
81. 3
84.6
80.9

73. 7

94.6 
60.5 
70.3 
64.0 
92.6 
66. 7
87.5 
73.1 

76. 7
87.3
83.5
80.5
76.4
63. 1
79.4 

82. 7 
93.6 
78.8 
47.4 
87. 1
85.3 
90.0 
95. 7
76.3
80.4 

76. 7

小 作 小 作 農 調査
農率 率係数

農家数（％） （％） 

39.5 276.2 7,378 
36. 1 243.8 3,379 
41. 2 292.4 7,679 
21. 2 101. 9 6,790 
40. 1 2 81. 9 15,738 
18. 7 7 8. I 26,135 
12.3 17.1 36,302 
14.6 39.0 19,495 
3.2 (-)69. 5 19,424 
2.2 (-)79. 0 14,280 
6.9 (-)34. 3 42,168 
6.0 (-)42. 9 25,500 
5. 7 (-)45. 7 20,403 

15.3 45. 7 244,671 

1.0 (-)90. 5 
27.6 162.9 21,953 
16.9 61.0 
6. 7 (-)36.2 23,785 
0. 7 (-)93. 3 

19.5 85. 7 11,072 
2. 9 (-)72.4 

12.4 18. 1 56,810 

7.0 (_)33. 3 11,116 
5.2 (—)50.5 15,742 
1.1 (-)89. 5 

11. 7 11. 4 20,952 
19.3 83.8
28.4 170.5 
10.3 (-） 1. 9 47,810 

7.3 (-)30.5 13,284 
1.1 （ 一

�89.5
8.0 (- 23. 8 50,428 
7.3 �-)30. 5 21,236 
3.8 -)63. 8 31,078 
3.0 (-)71. 4 21,125 
1. 9 (-)81. 9 24,838 
1.0 (-)90. 5 
5.9 (-)43. 8 12,973 

4.8 (-)54. 3 174,962 

10.5 524,253 

1 9 6 7-6 8年

実 数（戸数）

自 作 農小 作 農 自小 作 農

l, 717 4,347 1,314 
1,238 1,793 348 
1,823 4,645 1,211 
3,910 1,917 963 
3,555 9,629 2,554 

12,325 8,044 5,766 
9,892 13,150 13,260 
8,889 6,100 4,506 

10,244 3,681 5,499 
8,057 2,742 3,481 

25,320 7,745 9,103 
16,625 4,482 4,395 
11,278 5,828 3,297 

114,873 74,103 55,697 

7,493 10,181 4,279 

17,363 3,453 2,969 

2,304 6,028 2,740 

27,160 19,662 9,988 

9,452 628 1,036 
9,109 2,040 4,593 

12,832 3,121 4,999 

31,393 5,789 10,628 

11,938 989 357 

39,390 8,646 2,392 
17,323 2,970 943 
28,486 1,764 828 
19,784 1,000 341 
23,844 646 348 

9,473 2,399 l, 101 

150,238 18,414 6,310 

323,664 117,968 82,623 

自 作 小 作

農率 農率
（％） （％） 

23.3 58.9 
36.6 53.1 
23. 7 60.5 
57.6 28.2 
22.6 61. 2
47.1 30.8 
27.3 36.2 
45.6 31. 3
52. 7 20.0 
56.4 19.2 
60.0 18.4 
65.2 17.6 
55.3 28.5 

46.9 30.3 

34.1 46.4 

73.0 14.5 

20.8 54.5 

47.8 34.6 

85.0 5. 7
57.9 12.9

61. 2 14.9 

65. 7 12. 1

89. 9 7.4 

78. 1 17.2 
81.6 13.9 
91.6 5. 7
93. 7 4.7
96.0 2.6

73.0 18.5 
85.9 10.5 

61. 7 22.5 

自小 作 自 作 農 63年基準
農 率 率係数 小 作 農率
（％） （％） 増滅率（％）

17.8 (-)62. 2 I 49.1 
10.3 (-)40. 7 47.1 
15.8 (-)61.6 46.8 
14.2 (-) 6. 6 33.0 
16.2 (-

�
63. 4 52.6 

22.1 (- 23. 7 64. 7
36.5 (- 55. 8 194.3 
23.1 (-�26. I 1 14.4 
28.3 (- 14. 6 525.0 
24.4 (-) 8.6 772.7 
21. 6 (-) 2. 8 166.7 
17.2 5. 71 193.3
16.2 (-) 4. 7 400.0 

22.8 (-)24.0 98.0 

19.5 (-)44. 7 68.1 

12.5 18.3 116. 4

24. 7 (-)66. 3 179. 5

17.6 (-)22. 5 179.0 

9.3 37.8 (-)18. 6 
29.5 (-) 6. 2 148.1 

23.9 (-) 0. 8 27.4 

22.2 6. 5 17.5 

2. 7 52.2 1. 4 

4. 7 26.6 115. 0
4.4 32.3 90.4 
2. 7 48.5 50.0 
1. 6 51. 9 56. 7
1.4 55.6 36.8

8.5 18.3 213.6 
3.6 39.2 118.8 

15.8 114. 3

1 9 7 3-7 4年

自 作 小 作 自小作 小 自作 自 作 農 67年甚準

農 率 農率 農 率 農 率 率係数 自 作 農率
（％） （％） （％） （％） （％） 増減率（％）

68.1 1 5. 9 3. 7 11. 3 7.4 86.1 
24.4 47.4 14.5 9. 7 （一

｝61.5 3.0 
50.4 22.8 12. 7 14.1 (- 20. 5 (-)12. 5 
13. 7 58.5 16.8 8.6 (-�78. 4 (-)39.4 
60. 7 15. 7 14.2 8.5 (- 4. 3 28.9 
22.6 20.2 39.1 17.2 （一

｝64 .4 (-)17.2 
43. 7 10.2 30.1 13.3 (- 31.1 (-) 4. 2 
48.4 6.8 24.6 18.5 (-)23. 7 (-) 8.2 
58.3 9. 7 17. 0 10.1 (-) 8.0 3.4 
65.6 5.5 17.5 11.1 3.5 9.3 
64.0 6. 1 19.5 6.9 0.9 (-) 1. 8 
54.6 6.0 25.0 14.0 (-)13.9 (-） 1. 3 

86.8 7.2 5.8 36.9 
33.3 33.8 20.5 9.4 (-)47.5 (-) 2.3 
49.3 17.6 25.4 5.6 (-)22.2 
70.1 3.9 17.9 5.8 10.6 (-) 4.0 
80.4 1.1 12.0 3.9 26.8 
28.0 32.6 27.5 7.6 (-)55.8 34.6 
86.8 0.5 8.1 2. 7 36.9 

65.1 7. 1 16.5 5.5 2. 7 (-)23.4
64.4 0.9 19.6 13.3 1.6 11. 2
86.9 1.1 10.3 1.8 37.1
57.8 9.9 23.3 8.0 (-) 8.8 (-) 5.6 
63.5 8. 7 9.3 10.6 0 .2 
57.9 20.1 15.3 6.8 (-) 8.7 

75. 1 3.6 17.9 3.5 18.5 (-)16. 5 
73.8 0.5 16.0 9.5 16.4 
56.3 11. 0 33.9 4.5 (-)11.2 (-)27.9 
60.2 3.4 24. 9 10.1 (-) 5. 0 (-)26. 2 
59.3 6. 9 23.2 5.4 (-) 6. 5 (-)35. 3 
81. 0 1.8 10.1 5.5 27.8 (-)13. 6 
74.4 1.8 16.2 4.5 17.4 (-)22. 5 
79. 7 1.8 9.4 6.8 25. 7
74.9 3.9 15.5 4.5 18. 1 2.6 

( 63.4 ) 

（備考）1) Census of Agricullure, 1963. Central Region, Table 1. North Region, Table 1. またLand Economic Report -Land Tenure Situation in 26 Changwals of Central Region, 1967-68. Table 1, 2. さらにLaksana Kanthukhrongthidin P知a Kasedkam, P. S., 2516-

17. Tarangthi 1. 12より作成。
2)小作農率係数とは（各県の小作農率ー中部平均小作農率）＋中部平均小作晨率という方式より求めた指数で， それは中部平均の小作晨率を超過しているかどうかを示す。 自作農率も同様に ， 中部平均のそれを超過する率を示す。 ただし， 1973-74年の場合は， 中部36県の平均自作農率が不明なので，

上記の資料があげている農業経済地域第15区(Chon Buri県， Rayong県）の平均自作農率を基準とした。
3) 1973-74年の小自作農（率）とは， 所有自作地6ライ以下の自小作農を， 6ライ以上の自小作農と区別して表示してみた。
4) 1963年度の農家戸数のうち「その他Jがかなり大きな比厘をしめているが， この「その他」とは ①無主地の開墾・占有 ＠）労慟提供の代償としての土地利用 ③小作料免除地の利用④質地の利用（利子がわりとして）などのケ ー スで農地を保有している者をさす。
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タイ典民恐分解の形態(2)（田坂）

歴史的推移について一般的傾向を析出することは、 3時点での資料の性格がそ

れぞれ異なるために、とくに各年度のあいだに「自作農」や「小作農」につい

ての概念の相異がみうけられるために、大きな制約をうけている。 この点を考

慮に入れたうえで、試みに増減率指標をみておこう。

1963年から67-68年にかけて、利目すべきことは、従来、地主小作関係の形

成が遅れていた、 アュタヤ以北のデルタ上流部地域において、小作農率の著し

い 増率が記録されたことである。 この地域のほかにも、 同時期に、 East Sub

regionや North Central Region において、 かなりの増大がみられたことに

も留意しておきたい。 つづいて1967-68年から73-74年の時期にかけて注目す

べきことは、小作農率と自小作農率の増大が、デルタ上流部地域からさらに奥

地の North Central Region に ま で波及し、 この地域の自作農率が10~30形

も激減したことである。 これは、1960年代に新開地を求めて入植・流入した農

民の間に分解が生じ、地主小作関係が広がりつつあることを推測させるもので

ある。

以上を一言にすれば、小作農率・自小作農率は、従来、小作関係の形成が未

熟な地域において上昇していること、そしてこの地域の農民が徐々に地主制の

もとに再編されつつあること、つまり地主小作関係が外延的に拡大しているこ

と、である。

(2) 超過率。 1963年度は小作農率係数 （平均小作農率を超過する率）によっ

て、また67-68年と73-74年の両年度は自作膜率係数（平均自作農率を超過す

る率）に よって、 以上の二指標を基準として、 小作関係の地帯構成を検すれ

ば、次の点が明らかである。

小作農率係数が高く、またその表裏の関係として自作農率係数がマイナスと

なっている地域は、基本表 B を一覧すれば、 Inner Central Plain では、 アユ

クヤ以南の新デルタの 8 県、 East Sub-region では、チャチ ュ ンサオとナコン

ナヨック、 およびチォンブリーの 3 県、また West Sub-region では、 ラーチ

ャプリーとサムートサコンの2県—都合13県である。 この地域が、小作地率

を指標とした地帯構成とまったく対応していることは明らかであり、したがっ

て小作地率と小作農率という、 以上二つの指標のいずれによっても、 プラナコ
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タイ農民層分解の形態(2)（田坂）

ンとトンブリー地区を軸心とする半経 100キロの地域において、 地主制の聾立

を確認することができるのである。

ちなみに、プラナコン県を起点とする地理的展開と、 自作 ・ 自小作 ・ 小作の

3形態の比率との対応を示せば、 ほぽ第3図のように描けるという。 こ れによ

っても、 100キロ圏内では、 自作農の比率が50％の水準をわっている こ とが明

らかである。

第3図 フ゜ ラナコン（バンコク）とトンブリ ー 地区を中心として
地理的距離と自・小作農率との相関
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〔備考〕 James.Allen Hafner, The Impact of Road Develop- キロ

ment in the Central Plain of Thaila叫． Michigan

Univ., 1970 Fig. 8 

なお、いま 一つ注意しておきたい こ とは、小作関係の形成が一般的には未熟

な North Central Region において、 60年代をつうじての小作地率と小作農

率の累進の結果、 70年代，，こ入ると、自作農率係数がマイナスを記録するような

3県が現われたことである。 こ の地域においても、 地主小作関係が徐々に根を

はり出し、従来の自作農体制が侵食されつつあることを示唆している。

傍註4. 第16表参考表A• B•C

基本表を補完する意味で、 以下、 3表を掲げることにする。 ただし、 分析について
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第16表 参考表A 1930年段階の土地所有関係指標

所有地 経営地
県 名 村 落 名 面 積 最大地主 面 積

（ライ） 貸出地ー（ー％
一
） （ライ）の所有地

中 部
Pra Nakhon Phra Kanong 422 35 8.3 100 752 
Thon Buri Bang Pratoon 670 445 66.4 194 306 
Dhanyaburi Lam Pakgood 215 115 53.5 100 2,858 
Ayuthaya Han Tra 1,298 420 32.4 153 1,523 
Lop Buri Ta loony 1,353 297 22.0 llO 1,252 
Saraburi Bang Yang 1,074 181 16.9 60 956 
Phi tsanul ok Tha Thong 1,423 28 2.0 220 1,275 
Suphan Buri Pihandaeng 2,944 981 33.3 302 2,108 
Phetchaburi Thon Chai 691 119 17.2 50 870 
Chachoengsao Chook I<rachoer 1,675 933 55. 7 300 1,433 
Chanthaburi Klong Narai 547 132 24. 1 43 429 

ク Paknam 801 66 722 

計（平均）
北 部

Chieng Mai Mae Hiah 435 28 6.4 80 464 
ケ San Mahapon 203 25 12.3 21 238 
ク San Sa'i 389 11 2.8 75 511 
，，， Snn Kambaeng 1,839 59 3.2 1,027 1,843 

Lanpang Bang Mark 200 25 222 
ク Na Kuum 302 5 1. 7 28 318 

Prae Pa Dalang 378 5 1. 3 50 385 
，，， Mne Kammee 612 45 651 

Chiengrai San Sai 537 170 528 
ク9 Mao Kam 405 57 472 

Nan Ban Du 247 25 257 
ク Nam Pua 191 16 196 

計（平均）
東北部
Ubol Non Khon 319 37 330 
Khukhan Non Krok 401 38 315 
Nakhon Rajsima Ban Mai 468 35 433 
Udorn Ban Lao 388 8 2.1 30 404 
Khonkaen T->hra Lap 335 28 389 
Sako! Nakom Ngiew Don 426 5 1. 2 30 428 
Nong Kai Mee Chai 167 11 6.6 15 182 
Nakon Panom Na Rajukwai 232 14 240 

計（平均）
南
Jimporn Tu Yang 392 94 24.0 75 326 
Surathain Wat Pracloo 538 33 6.1 80 384 
Nakon Sri tanaraj Toi Sompao 408 23 5.6 29 353 
Songkla Pavong 380 67 17.6 97 248 
Patani Poo Yudh 258 15 5.8 15 306 
Nai-adiwas Bang Por 281 4 1. 4 37 249 
Trang Na Yong Thai 400 63 15.8 38 334 
Phuket Cha long 364 80 22.0 50 282 

計（平均）

小作地
（％） 

360 47. 9 
81 26.5 

2,758 96. 5
599 39.3
210 16.8
76 7.9 
25 2.0

157 7.4
327 37.6
706 49. 3
73 17.0
72 10.0

37.6 

107 23.1 
61 25.6 

112 21. 9
151 8.2 
23 10.4 
27 8.5 
15 3.9 
46 7. 1
92 17.4
74 15.7
17 6.6
6 3.1

12.0 

15 4.5 

26 6.4 
54 13.9 
17 4.0 
31 17.0 
12 5.0 

5.7 

145 44.5 
43 11.2 
16 4.5 
2 0.8 
68 22.2 
25 10.0 
13 3.9 
64 22. 7

15.2 

地 主，
（％） 

？ 
， 18 
？ 
， 18 

11 22 
5 10 
2 4 
10 20 
？ 
？ 

10 20 
11 22 

8 16 
6 12 
？ 
？ 
6 12 
3 6 
3 6 
4 8 
11 22 
， 18 
4 8 
1 2 

1 2 
゜ ゜

゜ ゜

3 6 
5 10 
2 4 
6 12 
2 4 

゜ ゜

5 10 
3 6 
1 2 
14 28 
4 8 
5 10 
15 30 

調 査 村 落 の階層構成

自作農，
（％） 

？ 
8 16 
？ 
5 10 
27 54 
25 50 
46 92 
30 60 
？ 
？ 

25 50 
25 50 

11 22 
16 32 
？ 
？ 

25 50 
32 64 
42 84 
41 82 
23 46 
24 48 
38 76 
44 88 

35 70 
48 96 
48 96 
40 80 
37 74 
44 88 
21 42 
35 70 

21 42 
39 78 
44 88 
43 86 
20 40 
42 84 
37 74 
14 28 

自小作

農

4 
6 
？ 

15 
6 
2 
1 
6 
7 
， 

？ 
10 

？ 
1 
？ 
？ 
4 
3 
3 
2 
4 
2 
1 
゜

1 
゜

？ 
？ 
？ 
゜

゜

1 

5 
1 
1 
゜

14 
1 
3 
10 

（％） 

8 
12 

30 
12 
4 
2 
12 
14 
18 

20 

2 

8 
6 
6 
4 
8 
4 
2 
゜

2 
゜

゜

゜

2 

10 
2 
2 
゜

28 
2 
6 
20 

小作農
（％） 

10 20 
4 8 
？ 
5 10 
5 10 
1 2 
゜ ゜

2 4 
11 22 
18 36 
？ 
゜ ゜

？ 
5 10 
？ 
？ 
2 4 
゜ ゜

゜ ゜

2 4 
7 14 
7 14 
3 6 
1 2 

゜ ゜

゜ ゜

？ 
？ 
？ 
2 4 
6 12 
1 2 

17 34 
4 8 
2 4 
1 2 
゜ ゜

3 6 
2 4 
5 10 

士地を所有しな
い非農家 （％） 
T 

29 58 
23 46 
8 16 
16 32 
1 2 

117 34 
1 2 
2 4 
12 24 
3 6 
6 12 
4 8 

I 

23 46 
22 44 
？ 
？ 

13 26 
12 24 
2 4 
1 2 
5 10 
8 16 
4 8 
4 8 

13 26 
2 4 
2 4 
4 8 
3 6 
2 4 
17 34 
11 22 

7 14 
1 2 
゜ ゜

5 10 
2 4 
゜ ゜

3 6 
6 12 

〔備考J 1) Zimmerman, Siam, Rural Economic Survey, 1930-31. PP25- 36 の諸表より算出・推計した。なお ， 表出にあたって原表の農家当り数字を ， 調査村落当り数字に組みかえた（農家当り平均数字x調査甚礎農家50戸）。
2) 小作料形態の一般的形態を示す記号CとはCash Rent, SとはShare Rent のことである。

小 作料形 態 籾裔品化率（％）

現物 金納 調査村落の （農家当り）

〔 s 〕 〔c 〕 一般的形態 収 量 販売量 販売率

（件） （件） （タング） （タング）
14 C. 385. 7 204.8 53. 1

2 8 C. 53.8 50.6 94.0
42 C. 884.6 601. 9 68.0

2 18 C. 742.0 570.8 76.9
4 7 C. 648. 1 405.5 62.6

3 C. 641. 8 495.2 77. 2
1 C. 451. 7 196.9 43.6

2 6 C. 752.2 491. 6 65.4
14 4 s. 459.4 222.8 48.5

27 C. 374.8 183.6 49.0
， s. 173.6 52.5 30.2
7 3 S. 244.5 62.6 25.6

484.5 294.9 60. 9

4 4 s.,c. 173. 1 76.6 44.2 
3 3 S.,C. 86.7 17. 7 20.5 
？ ？ ？ 203.9 101. 0 49.6 
？ ？ ？ 706.5 504.0 71. 4
6 s. 105.0 13.3 12.7 
2 1 s. 106.2 11. 2 10.5 
1 2 C. 186.9 38.0 20.3 
4 s. 310.8 119.1 38.3 
3 8 C. 217.2 71.1 32.8 
5 4 s. 347.1 161. 6 46.6 
3 1 s. 156.4 34.2 21. 9
1 s. 141. 3 19.2 13.6

228.4 97.3 42.6 

1 S. 60.2 57.4 4. 7
51. 6 47.3 7.8

165.6 129.0 22.1
3 S. 156.9 133. 7 4.8
5 s. 152.2 121. 2 17.2
2 s. 252.4 173.9 29.2
6 s. 74.5 54.2 18.l
2 S. 119. 6 91.5 22.6

129.1 101. 0 19.8 

1 21 C. 112. 3 14.5 13.0 
2 3 C. 120.3 14. 1 11. 7
1 2 C. 191. 3 40. 1 21. 0
1 s. 116. 4 25.9 22.3

10 4 s. 123.0 7.0 5. 7
1 3 C. 101.3 22.0 21. 7
1 4 C. 129.0 19.8 15.3

15 C. 153.2 12.9 8.4

130.8 19.5 14.9 
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第16表 参考表B 中部15県の小作農率と小作地率 1967-68年

実 数 （戸数） 小作農率係数 （％） 

県 名 調 査
自作農 小作農 自小作農

構 成 比 15県平均 63年碁準

農家数 自作農 小作農自小作農 超過率 増滅率

Inner Central Region 
Phra Nakhon 105 26 52 27 24. 8 49.5 25. 7 94.9 25.3 
Thon Buri 
Samut Prakan 82 14 39 29 17. 1 47.5 35.4 87.0 15.3 
Nonthaburi 
Pathum Thani 91 11 28 52 12. 1 30.8 57. 1 21. 3 (-)23.2 
Nakhon Fathom 
Ayuthaya 180 36 56 88 20.0 31. 1 48.9 22.4 152.8 
Saraburi 97 37 26 34 38.1 26.8 35.1 5.5 83.6 
Ang Thong 72 36 13 23 50.0 18.1 31.9 (-)28. 7 465.6 
Sin Buri 
Suphan Buri 257 124 36 97 48.2 14.0 37. 7 (-)44.9 102. 9 
Chai Nart 102 63 15 24 61. 8 14.7 23.5 (-)42.l 145.0 
Lop Buri 124 39 49 36 31. 5 39.5 29.0 55.5 593.0 

計 1,110 386 314 410 34.8 28.3 36.9 11. 4 85.0 

East Sub-region 
Chanthaburi 
Chac.hoengsao 166 41 70 55 24. 7 42.2 33. 1 66. I 52.9 
Chon Buri 
Prachin Buri 77 30 12 35 38.9 15.6 45.5 (-)38. 6 132.8 
Trat 
Nakhon Nayok 
Rayong 

計 243 71 82 90 29.2 33. 7 37.0 32. 7 171. 8

West Sub-region 
Kanchanaburi 
Phetchaburi 
Prachuap Khi ri Khan 
Ratchaburi 69 20 4 45 29.0 5.8 65.2 (-)77. 2 (-)50. 4 
Samut Songkhram 
Samut Sakhon 

計 69 20 4 45 29.0 5.8 65.2 (-)77.2 (-)43. 7 

North Central Region 
Kamphaeng Phet 
Tak 
Nakhon Sawan 206 113 25 68 54.9 12. 1 33.0 (-)52. 4 51. 3
Phi chit 147 85 41 21 57.8 27.9 14.3 9.8 282. 2
Phi tsanulok 
Phetchabun 89 76 8 5 85.4 9.0 5.6 (-)64. 6 200. 0
Sukothai 
Uttaradit 
Uthai Thani 

計 442 274 74 94 62.0 16. 7 21. 3 (-)34. 3 247.9 

総 計 1,864 751 474 639 40.3 25.4 34.3 141. 9

〔備考J Phawa Nisin lae Kan Kha Khaw khong Chawna Phak Klang Prathel Thai, P. S., 2510-11. Tarangthi, 18, 19. 

実 数（ライ） 小 作 地率係数（％）

調 査
小作地 小作地率

15県平均 58年基準

土地面積 超過率 増滅率

5,137 2,942 57.3 34.2 0.4 

4,471 2,942 65.8 54. I 4.8 

5,194 3,128 60.2 41. 0 1.7 

7,984 4,470 55.9 30.9 18. 7 
4,433 1,952 44.0 3.0 130.4 
l, 840 780 42.4 (-) o. 7 17.8 

11,896 3,536 29. 7 (-)30.4 (-) 3. 9 
3,058 845 27.6 (-)35.4 (-)15. 3 
5,206 2,426 46.6 9. 1 51. 8

49,219 23,021 46.8 9.6 11. 4

9,229 5,677 61. 5 44.0 3. 7 

6,048 2,290 37.9 (-)11.2 15.2 

15,277 7,967 52.2 22.2 23.4 

2,637 1,118 42.4 (-) o. 7 1. 2 

2,637 1,118 42.4 (-) o. 7 9.3 

10,811 2,270 21. 0 (-)50. 8 18.6 
7,480 2,642 35.3 (-)17.3 135. 3

1,487 133 8.9 (-)79. 2 394.4 

19,778 5,045 25.5 (-)40. 3 68.9 

86,911 37,151 42. 7 14.2 
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第16表 参考表C 中部5郡の土地問題 1974-75年

調 査
所有地

郡 名 農家数
（ライ）

（戸） ＇ （％） 

Suphan Buri 県
Samchuk 郡

自 作 農 16 28 1,019 
自小作農 19 33 546 

小 作 農 14 25 
無 所 有 8 14 

計 57 100 1,565 

Ayuthaya 県
Ladbual uang 郡

自 作 農 7 14 345 
自小作農 15 30 307 

小 作 農 24 48 
無 所 有 4 8 

計 50 100 652 

Ang Thong 県
Phothong 郡

自 作 農 14 28 267 
自小作農 16 32 161 

小 作 農 12 24 
無 所 有 8 16 

計 50 100 428 

Wi setchai chan 郡
自 作 農 19 29 639 
自小作農 13 20 145 

小 作 農 21 32 5 
無 所 有 13 20 

計 66 100 789 

Phi chit 県
Bangmunmak 郡

自 作 農 20 40 1,219 
自小作農 5 10 91 

小 作 農 18 36 
無 所 有 7 14 

計 50 100 1,310 

貸出地 借 地

（ライ） （ライ）

131 
495 
540 

131 1,035 

638 
1,322 

1,960 

20 
213 
161 

20 374 

127 
176 
345 

127 521 

415 
101 
515 

415 616 

経営地

（一イ） 借地率
フ

（％） 

888 
1,041 47.6 

540 100.0 

2,469 41. 9

345 
950 67.2 

1,322 100.0 

2,617 74. 9

255 
379 56.2 
161 100.0 

795 47.0 

512 
321 54.8 
350 98.6 

1,183 44. 0

849 
192 52.6 
515 100.0 

1,556 39.6 

農 家の経 営上の 諸問題 （戸数）

土 地 豊 度 小作料 用 水 資 本 利 子
不 足 低 下 高 騰 不 足

冠 水 不 足 高 騰

4 ， 5 
13 19 ， 

14 3 12 1 6 
8 2 8 1 

3 9(68%) 3 (5 %) 42(74%) 1 (2 %) 28(49%) 1 (2 %) 

1 1 3 4 3 
4 3 3 3 ， 2 

10 2 4 1 10 3 
1 1 1 

15 (30%) 2 ( 4  %) 7 (14%) 5 (10%) 7 (14%) 24 (48%) 9 (18%) 

3 1 3 2 1 
3 2 1 
2 3 2 5 3 

3 

8 (16%) 1 (2 %) 3 ( 6  %) 7 (14%) 11 (22%) 4 ( 8 %) 

3 2 1 3 1 
3 1 1 1 4 

10 1 5 1 1 6 
8 1 5 4 

24 (3 6%) 4 ( 6 %) 7 (11%) 3 (5 %) 1 (2 %) 18 (27%) 5 ( 8 %) 

1 2 
1 

4 1 5 10 2 
2 2 

7 (14%) 1 (2 %) 8 (16%) 12 (24%) 2 ( 4 %) 

［備考） Tarangsrup Phawa Sedthakid lea Sangkhom klong Kasetkon. P. S., 2517 ・ 18 Eeksansathiti Chababthi 1, 2, 3, 4, 6 それぞれの Tarangthi 3, 23 より作成。

家族扶養に

生産価格 必要な収入

低落 の不足

（戸）
， 

17 
12 
8 

46 (81%) 

4 4 
6 1 
5 11 

1 4 

16 (32%) 26 (52%) 

5 
4 
6 
3 

18 (36%) 

4 10 
2 5 
3 13 

10 

9 (14%) 38 (58%) 

3 
1 

14 
5 

23 (46%) 
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タイ農民層分解の形態(2)（田坂）

は省略し、 若千の注釈だけにとどめる。

A表は、 この国最初の農業調査である C. Zimmerman の Siam, Rural Economic 

Survey, 1930-31を利用して作成されたもので、 世界恐慌下でのタイ農村におけ
る土地問題の一端を示している。 とくに、小作地率と籾商品化率とに止目されたい。

なお、階屠構成の数字は不十分で、 しかも粗竿である。

B 表は、 Uthit Naksat の調査報告害「中部タイ15県における農民の米販売と負債

状況、仏暦2510-11年」のなかより、I卜作農率と小作地率にかんする数字を抜きだし

て集計したものである。 調査農家数は少ないが、各係数は基本表A·Bと同一の傾向

を示している。

c表は、 土地改良局が「農地改革法」 (1975年 2 月）にもとづく「改革」実施のた

めに行なった予備調査から作成されたものである。 標本数が少ないのが難点ではある

が、 とくに借地率と「家族を扶養するに必要な収入の不足」の農家率とに注目された

い。 また、経営上の問題として、資本不足と土地不足をあげている農家が多いことに

も留意されたい。

(3) 日雇・出稼の増加

タイ地主制の脊梁を構成する新デルク地帯では、 小作農と自小作農、 すなわ

ち地主的土地所有の規制下にある農家が、 ほとんどの県で全農家のなかばを超

え、 さらにいくつかの県では全農家の6~7割にも及んでいる。さて、 地主制

のもとに編成された、 このような農家は、 その再生産をどのようにして実現し

ているのであろうか。

①小作・自小作農経営の不安定性

タイ農業の零細性については、 すでに第9表において明らかであるが、 この

点、 ここでの重要点を構成するから、 なお若干の表出を試みておこう。第17表

は、 小作・自小作別に耕作規模別構成を表示したものである。これによって、

次の点が明らかとなる。

小作腹において、 耕作規模 30 ライ以下の零細農家の比重が 50％を超える県

は、 Inner Central Region では12県中11県、 East Sub-region では 6 県中 4

県となっており、 West Sub-region と North Central Region とでは、 すべ

ての県がこの基準をこえている。 また、 自小作農において、 30 ライ以下耕作層

の比重が30%をこえる県は、 Inner Central Region で 7 県、 East Sub-region 

で 4 県、 West Sub-region で 6 県、 North Central Region で 4 県、 以上合計
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21県となっている。 この単純な指標によってさえも、小作・自小作農家の経営

の零細性を確認することができる。 が、注意すべきは、 その零細性一般ではな

く、 地主的土地所有関係によって制約を受けた零細性という点、 または地代負

担の経営に及ぼす影響という問題である。 そこで、次に、 地代負担の過重性を

三つの側面において示しておこう。 第18表A•Bがこれである。

純生産当り小作料率は、 小作農の場合で平均30％前後、 自小作農の場合で平

均15％前後である。 ただし、 階層別にこれをみると、小作農の場合、60~80ラ

イ層を境としてその両極にむかうほど大きくなり、 自小作農の場合、 逆に、 20

~40ライ層をヒ° ークとして拗物線を描いている。 つぎに、 生産量当りでみる

と、小作料率は、小作農で平均25%、 自小作農で平均10％以上であり、 またラ

イ当りでは、 いずれも30％を超えている。 B表で特徴的なことは、 小作料率

は、 地主制の中枢的地将＝新デルタに屈する県よりもその周辺地楷（とくに古

デルタ）に属する県のほうが、 生産量当りでみても、 またライ当りでみても、

概ね高いという事実である。 これは、 古デルタを中心に二期作が普及してきて

第18-A表 純生産当り小作料率（中部5県） 1964年

類型 耕作規模
米 作 米 作 米作 小作料及 (B) ／

粗収益 物財費 純生産(A) び地租(B) (A） 

20 ライ以下 3,036 513 2,523 1,0 03 39.8 
20 - 39ライ 5,718 601 5,117 1,587 31. 0
40 ~ 59ライ 8,0 27 1,138 6,889 1,827 26.5

作 60 ~ 79ラ イ 9,729 1,758 7,971 1,851 23.2
80 - 99ライ 13,814 2,689 11, 125 2,795 25.1

農
100ライ以上 22,275 3,289 18,986 6,708 35.3

平 均 8,0 14 1,088 6,926 1,962 28.3 

20ライ以下 5,363 474 4,889 525 10. 7
20 � 39ライ 6,695 668 6,0 27 1,123 18.6

小 40 - 59ライ 9,717 1,031 8,686 1,387 16.0
60 - 79ライ 11,546 1,261 10,285 1,432 13.9

作 80 - 99ライ 16,985 2,217 14,768 1,650 11. 2

農
100ライ以上 25,311 3,455 21,856 1,708 7.8

平 均 10 ,472 1,098 9,374 1,267 13.5 

（備考） Khwamsamphan rnwang Kanthukhrong Th,idin kap Phawakanphalit Klong Chawna naヽ
5 Changwals Phakklang. P. S., 2507. Tarangthi 31, 33より作成。
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第17表 小・自作農別経営規模別構成 1973-74年
（単位： ％） 三――---—小 ・ 自小1乍B'I 小 作 農 自 小 作 農

14.9 ライ 15-29. 9 30-44. 9 45-59. 9 60 ライ
計

14.9 ライ 15-29. 9 30-44. 9 45~59. 9 60 ライ
計

以 下 ラ イ ラ イ ラ イ 以上 以 下 ラ イ ラ イ ラ イ 以上

Inner Central Plain 
Pra Nakhon 
Thon Buri 57.11 42. 89 100 55.54 36.39 8.07 100 
Samut Prakan 34.84 29.15 24.37 7. 76 3.88 100 13.61 12.66 14.25 28.27 31. 21 100 

Nonthaburi 19.60 57. 13 15. 13 8.14 100 35.07 32.63 24.37 6. 10 1. 83 100 

Pathum Thani 7.61 28. 24 17.92 26.87 19.36 100 7.86 19. 12 26.11 19.42 27.49 100 
Nakhon Pathom 19.60 42. 12 11. 35 10.09 16.84 100 21. 57 18.98 30.96 15. 72 12.77 100 

Ayuthaya 18. 16 39. 36 12.32 16.50 13.66 100 8.09 18.41 34.60 22.50 16.40 100 

Saraburi 32.95 30. 55 3. 16 24.88 8.46 100 8.05 14.58 28.85 19.59 28.93 100 

Ang Thong 34.42 60. 31 5.27 100 27.84 35.54 19.84 14.65 2. 13 100 

Sin Buri 30.53 34. 38 16.62 18.47 100 7.61 24.19 45.60 13.83 8. 77 100 
Suphan Buri 35.42 43. 93 17.57 5.08 100 13. 75 29.93 25.39 19. 72 10.58 100 

Chai Nart 60.37 16. 93 17.35 5.45 100 18.36 18.16 28.53 16.23 18.62 100 

Lop Buri 5. 15 66. 89 18.53 7.75 1. 32 100 5.13 20.56 37.69 19.22 17.38 100 

East Sub-region 
Chanthaburi 35.02 25.21 26.20 4.90 8.67 100 

Chachoengsao 25.63 29.44 20. 14 13.42 11. 37 100 14.49 8. 72 40.22 7.42 29. 15 100 

Chon Buri 26.57 42. 80 14.87 8.50 7.26 100 10. 18 23.38 25.55 22.22 18.68 100 

Prachi n Buri 14.92 50.95 1. 80 8.24 24.09 100 17.96 6.81 22.15 27.33 25. 75 100 

Trat 100.0 100 36. 71 29.58 34.07 100 

Nakhon Nayok 18. 78 27. 76 20. 71 14.30 18.45 100 4.34 16.13 36.35 28.58 14.60 100 

Rayong 100.0 100 25.20 30.98 20.37 23.45 100 

West Sub-region 
Kanchanaburi 64.65 27. 85 7.50 100 9.11 23.72 42.64 20.64 9.89 100 

Phetchaburi 26. 76 49.30 23.94 100 26.11 27.20 24.46 15. 77 6.46 100 

Prachuap Khiri Khan 77.14 22. 86 100 14.63 22.16 14.05 30.46 18.70 100 

Ratchaburi 62.33 27.49 10. 18 100 22.86 34.66 23.27 12.04 7.21 100 

Samut Songkhram 100.0 100 74.46 21. 00 4.54 100 

Samut Sakhon 57.79 36. 13 8. 08 100 24.87 44.73 11. 21 19. 19 100 

North Central Region 
Kamphaeng Phet 63.43 36. 57 100 2. 18 14.25 29.65 24.63 29.31 100 

Tak 100.0 100 39.27 21.05 23.22 10.67 4.79 100 

Nakhon Sawan 14.14 58. 94 18-75 8.17 100 6.45 9.83 27.31 30.63 25. 78 100 

Phi chit 19.97 43. 28 8. 81 27.94 100 2.97 11. 71 24.49 40.90 19.93 100 

Phi tsanulok 57.76 27.48 14. 76 100 7.10 18.77 26.95 42.66 4. 79 100 

Phetchabun 31. 92 58. 86 9.22 100 28. 70 21.46 21. 19 15.62 13.03 100 

Sukothai 26.25 73. 75 100 27.28 21. 62 34.06 10.42 6.62 100 

Uttaradit 61. 95 38. 05 100 35.91 18.19 38.05 5.46 2.39 100 

Uthai Thani 25.70 34.81 39.49 100 3.32 9. 74 62.41 10.41 14. 12 100 

（備考〕 Laksana Kanthukhrongthidin Ph四Kasedkam, P. S., 2516-17. Tarangthi 2,3,4-12より作成。
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第18-B 表 生産撒当り・ライ当り小作料率（農家当り平均） 1965年

類型 県 別 耕作面積 生産旦(A) 飯米量 小作料(B) (B） ／ ライ当り
（ライ） （タング） （タング） （タング） (A） 小作料率

Pra Nakhon 48 1,611 196 334 20. 7 ％ 22 · ％ 

Thon Buri 35 1,201 188 311 25.9 26 
小 Samut Prakhan 48 1,588 186 392 24. 7 33 

Chachoengsao 55 1,583 221 340 21. 5 23 
Nakhon Fathom 33 942 168 217 23.0 27 
Saraburi 38 1,063 194 306 28.8 30 

作
Kanchanaburi 22 345 104 115 33.3 32 
Phetchaburi •1 9 576 165 270 46.9 47 
Chai ·Nart 20 703 171 60 8.5 38 

農
Sin Buri 18 402 119 126 31. 3 52 
Suphan Buri 34 792 171 257 32.4 42 

平 均 34 984 171 248 25.2 31 

Pra Nakhon 68 2,230 270 171 7. 7 25 
Thon Buri 64 1,993 289 285 14.3 29 

自 Samut Prakhan 60 1,923 280 271 14.1 33 
Chachoengsao 81 2,269 299 231 10.2 22 
Nakhon Fathom 50 1,441 206 147 10.2 33 

小 Saraburi 66 1,813 282 142 7.8 34 

作
Kanchanaburi 34 606 192 78 12.9 39 
Phetchaburi 37 1,112 261 221 19. 9 47 
Chai Nart 35 1,144 233 52 4.5 39 

農 Sin Buri 34 761 187 121 15.9 55 
Suphan Buri 50 1,224 242 99 8. 1 41 

乎 均 53 1,502 249 165 11.0 33 

濯考〕 Khwamsamphan rawang Kanlhukhrong Thidin kap Phawakanp�alil Klang Cha幻 na nai 
11 Changwals Phakklang. P. S., 2508. Tarangthi 10 ・ 1, 10-2, 24-2, 24-3より作成。

いることによるものであると思われる。
以上の諸点から第18-A• B 両表が示す意義を、 次のように整理することが

できる。

(1)第18-A表および第10-A•B 表（価値実現指標表）によれば、小作料は

剰余労働の大きな部分を吸収するほどの地代範疇として、 あるいは萌芽的利潤

の成立をほとんど許さぬほどの地代範疇として、小作農の経営に重くのしかか

っていることが明らかである。 したがって、 いわゆる貨幣所有者は、 利潤を目
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的とする借地農業経営を志向するよりも、むしろ地代取得を目的とする寄生地

主化を志向するであろうことが予測される。

(2)第18-B表の ライ当り小作料率は、地主小作関係における生産物の分配

が、平均的には、地主取前が1に対して小作取前が2の割合であることを明示

している。 それゆえ、 小作農経営においては、たとえ自作農経営と同 一規模で

同量の労働を投下しているとしても、収益は自作農の3分の 2にとどまるので

ある。 したがって、小作農経営が農業収入のみによって再生産を実現しうるた

めには、 自立しうる自作農経営のほぼ1.5倍の経営規模を有することが必要と

なる。 いま、1970年代前半段階での自立的自作農経営、つまり自作中農の経営

規模を検すると、 上層で 60~80ライ、 下層でも 40~60ライの規模が必要であ

る。 したがって、小作農経営が農業経営として自立するためには、最低60ライ

以上の耕地規校を確保しなければならない。 し かし、第17表 にみられるよう

に、60ライ以上の経営規模をも つ小作農は、ごく僅かしか形成されていない。
． ． ． ．

したがって、大多数の小作農家は、 農業経営としての非自立性を兼業収入によ

って補境する 必要性に直面しているのである。 かかる事情を、 農家経済分析指

標によ って確認すれば、第19表のごとくである。

まず、1960年代半ばにおいて(A表）、 農業依存度、 つまり 農家所得のなか

第19-A表 農家経済分析指標 中部11県 1965年 （単位：バーツ）

分 析 指 標 自 作 農 自小作農 小 作 農

1. 農業粗収益 14, 021 11,209 6,399 
2 . 農業経営費 6,746 5,675 3,018 
3. 農 業 所得 1-2 7,275 5,534 3,381 
4 . 農外所得 2,060 1,765 1,567 
5 .（うち賃金収入） 1,048 1,421 1,459 
6 . 農家所得 3+4 9,335 7,299 4,948 
7 . 家族家計費 11,304 9,980 7,110 

8. 農業依存度 (%) 3+6 77.9 75.8 68.3 
9. 家計費充足率 (%). 3+7 64.4 55.5 47.6 

10. 農業所得率 (%) 3+1 51. 9 49.4 52.8 
11. プロレタリア化率(%) 5---;-6 11. 2 19. 5 29.5 

〔備考〕 Khwamsamphan rawang Kanlhukhrong Thidin kap Phawakanphalil Klong Chawna 

nai 11 Changwals Phakklang. P. S., 2508. Tarangthi 27, 33, 34, 35, 36 より作成。
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にしめる膜業所得の割合は、小作農において最も低く、68.3%、つづいて自小

作農の75.8%、自作農の77.9％であり、 この結果、牒業所得による家計費充足

率は、小作農では50形の水準を下回り、自小作農・自作農でも、それぞれ55.5

形と64. 4形の水準にとどまっている。 したがって、農業依存度と家計費充足率

の、このような低水準のもとで、農業経営は、農外所得とくに賃金収入への傾

斜を強めざるをえないのである。 農家所得のうちにしめる賃金収入の割合を、

フ
゜

ロレタリア化率と呼ぶなら、このプロ化率は、小作農において30％と最も高

く、 自小作農と自作農ではそれぞれ19.5％と11.2％となっている。

つづいて、1970年代半ばについて(B表）、 農業依存度をみると、 各郡によ

ってかなりの相異がみられるが、アユタヤ県のラ ー トブゥアルアン郡をのぞく

4郡では、小作牒において最も低く、45形から70形のあいだにある。 つまり、

これら 4郡の調査小作農経営は、農家所得のうち30形から55%を農外所得に依

存し、 その多くは賃金収入によって補われている。

かくて、地主制のもとに編制された小作・自小作農は、経営の零細性とその
. . .

うえに過重化される地代負担の圧力を一つの要因として、農業依存度と家計費

充足率を悪化させ、逆に、農外所得とくに賃金収入への依存を高めることによ

って、零細小作農経営との結合をはかっているのである。 （なお、 経営破綻の
. . . . . 

他の諸要因については、拙稿「タイ農民層分解の論理」第二節の［二］を参照

されたい。『立命館経済学」第26巻第 3 号所収）

②日雇・出稼の増加

かかる零細農民は、 「潜在的」過剰人口として、絶えず農業内外にわたる就

業機会をうかがい、低賃金労働力の供給源をなしているのであ る。 し た がっ

て、これらの日屈農民の実態を定量的に把握しておくことが重要である。 そこ

でまず、二つの村落の事例をあげておく。

(1)バンマ ー村第8 部落は、 さきに表出した第13-B表からも明らかなよう

に、30ライ以下の耕作層が13戸、また非耕作世帯が 4 戸、存在している。 これ

ら17戸のうち、商業に従事する 3 戸をのぞいて、14戸は、なんらかの農外所得

を必要としている階層とみて、まず間違いない。 ここで、この部落の「出稼ぎ

その他」についての報告を紹介しておく。
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第19-B表 農家経済分析指標 1974-75年 （単位：パーツ）

郡 別 農業所得 農外所得 農家所得 ＇農業依存度

Suphan Buri県
Samchuk 郡 (%) 

自 作 農 4,757.5 2,650.0 7,407.5 64.22 
自小作農 3,937.9 1,802.6 5,740.5 68.60 

小 作 農 2,402.9 3,005.7 5,408.6 44.43 

Ayuthaya県
Ladbualuang 郡
自 作 農 29,858.6 1,142.9 ·31, 001.4 96.31 
自小作農 39,491.3 2,504.0 41,995.3 94.04 

小 作 農 110,336.2 5,165.8 115,502.1 95.53 

Ang Thong県
Phothong 郡
自 作 農 10,227.7 1,800.0 12,027.7 85.03 
自小作農 16,248.6 1,343.1 17,591.8 92.37 

小 作 農 5,026.2 3,659.2 8,683.3 57.86 

Wisetchaichan 郡
自 作 農 28,904.7 5,926.3 34,831.1 82.. 99 
自小作農 14,408.5 2,478.5 16,886.9 85.32 

小 作 農 7,396.2 3,334.3 10,730.5 68.93 

Phichit県
Bangmunmak 郡

自 作 農 8,231.0 4,485.0 12,716.0 64. 73
自小作農 21,625.4 2,000.0 23,625.4 91. 53

小 作 農 5,600.7 3,305.7 8,906.2 62.89

〔備考) 1) Tarangsrup Phawa Sedlhakid lea Sangkhom kong Kaselkon. P. S., 2517-18. 
Eeksansathiti Chababthi 1, 2, 3, 4, 6それぞれのTarangthi 16より作成。

2)「農業所得」には， 斎産物収入も含まれる。

「この 2 、 3 年に部落からの出稼ぎは急にふえている。 10家族から20人の

若者がバ ‘ノコクに出稼ぎに出ている。 家長の出稼ぎは 一例だけで、 ほかはみ

な独身者であり、 ほとんど15~25歳である。 建築現場、 織物工場、船漕ぎ、

飲食店、 女中などさまざまであるが、 ほとんどが未熟練労働である。」

「また、 部落の内外での賃労働も盛んである。 耕地面積が多く若干ゆとり

のある家族以外は、 農作業、 土地改良、 精米所、 灌漑局地方事務所など、 あ

らゆる賃労働の機会をとらえて現金収入を求める。 現金支出においつかねば
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ならないからである。」（友杉、前掲論文、91頁）

(2)バンプラオ村の第 9 区および第12区の両部落において、30ライ以下の経営

層はあわせて21戸、 非耕作世帯は14戸である （第14-B 表、第15-B 表）。 全

枇帯の44形をしめる、 これら35戸は、 農業収入だけでは再生産を実現しえない

ところの、 貧農・半プロ層とみて差支えないだろう。 つぎに、この部落の日雇

労働力についての報告を引用しておく。

「1930年代までは東北地方からの出稼ぎ労働力が農繁期の労働力不足を解

消するため利用されたといわれる。」 しかし「現在この東北地方からの出稼

ぎ労働者はこの地方では見ら れ ず、 在地の日雇労働者がこれに代わってい

る。」 すなわち「世帯主が日屈労働者の世帯は、 第9区と第12区を合わせる

と80戸のうち少なくとも14戸は存在する。 この日屈労働者枇帯の労働力は特

定の農業経営の労働力不足を補充する第 1 の源泉である。」 「おそらく商品

経済が十分浸透しない時代の特定 の 農家 の 労働力不足は一時的なものであ

り、 親族共同体内部の相互扶助や個々の農家の双務的労働力の交換によって

解消されたのであろう。 ところが土地所有の不平等、農業従事労働力の不平

等、 都市化による労働力流出などのため、これら相互扶助では補充できない

労働力の配分構造が成立し、これを補充するために日屈労働力への依存が定

着化したのではないかとみられる。」（北原、前掲論文(II)、26~27頁）

以上を要するに、賃金収入への依存を農家経済再生産の不可欠の要因とせざ

るをえない貧農・半フ
゜

口層が、地主的土地所有によって制縛された経営規模の

零細性に一つの根拠をおくところの、農家経済の破綻のなかで、 広範に形成さ

れ、かつ堆積されてきているのである。 このようにして折出された日屈労働力

が、 農業内外においてどのような賃労働関係＝労働市場を形成しているかが、

次に問われなければならない課題である。

しかしながら、ここでは、 とりあえず農業内の賃労働関係にのみ問題を限定

し、しかも第20表程度の資料で満足しなければならない（農外にわたる労働市

場の展開については、 別稿を用意したい）。 A•B•C の 3 表は、 各時点にお

ける農業貨労働の階層別導入状況を明らかにする目的 で作成 されたものであ

る。
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第20-A表 農家当り平均農業雇用労働日
Area I 1953年

貨労 働 農 家当り
耕作規模 雇 用 平均雇用

農家率（％） 労働日（日）

6ライ以下 5.91 23.9 
6 ~15ライ 12.80 6.8 
15-30ライ 15.94 15. 7
30~60ライ 24.25 48.2
60ライ以上 40.16 174.9

平 均 19. 74, 43.5 

（備考）1) Thailand Eco,n•omic,Survey, 1953. 
Table 18. 

2) Area 1については ， 第3-A表の
備考2を参照。

(1)1950年代前半(A表）。 60ライ以上の階脳とそれ以下の階層との間に、 賃

労働を雇用する農家の割合の点においても、また農家当りの平均麗用労働日の

点においても、 明らかに大きな開差がみられる。60ライ以下の階層では、農家

当りの平均雇用量はせいぜい50日以下であり、したがって賃労働の搾取という

までにはいたらず、 中貧農の域を脱していない。 一方、 60ライ以上の階層で

は、その40形にあたる農家が平均175日にもおよぶ周用労働力を利用しており、

したがってその経営は、家族労働力を主柱としながらも雇用労働力をも併用し

た富農的経営ということができる。

(2)1960年代半ば(B表）。自作農では、耕地規模60ライ以上と以下との間に、

また小作·自小作農では、40ライ以上と以下との間に、農家当りの平均雁用費

という点において、 ひとつの開差がみられる。1950年代前半のバンチャン村の

定脈の年間賃金は平均857バーツであったと報告されているが (K. Janlekha, 

A Study of the Economy of a Rice Growing Village in Central Thailand. 

1955, Bangkok pp. 85)、 いま、 その10年後の60年代半ばの定雇の賃金を平均

1,000バーツと仮定するなら、60~100ライの自作農は、その屈用費の大きさか

らして、定雇一人と若干の臨時雇を屈用していることになる。また、40~80ラ

イ規模の小作・自小作農も、これと同様の推定が成立つ。これに対して、60ラ
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第20-B 表 農家当り平均雇用費（米作支出）

中部 5 県 1964年（単位：バーツ）

耕作規模 自作農 自小作農 小作農

20 ライ以下 300 294 178 
20-39 ライ 789 711 454 
40 ~ 59 ライ 974 1,227 1,122 
60 ~ 79 ライ 1,404 1,685 1,687 
80 ~99 ライ 1,790 2,983 2,428 
100 ライ以上 5,499 2,985 3,462 

平 均 1,188 1,314 979 

（備考〕 Khwam samphan ra wang Kaplhukhrong 
Thidin kap Phawakanphalil khong Chawna 
nai 5 Changwals Phakklang. P. S., 2507 
Tarangthi 33. 

イ以下の自作農の、 1,000バーツ以下という雇用費の大きさは、 農繁期におけ

る労働ヒ
°

ークをきりくずすために臨時に雇用労働力を導入した場合の金額と推

察でき、 賃労働の搾取というまでにはいたらないと思われる。 したがって、 こ

の階層は、 屈いもするが雇われもする階層、 あるいは屈うよりも雇われるほう

が大きい階脳とみて間違いない。

(3)1970年代半ば(C表）。 農家当り平均農業屈用費は、 デルタ下流部に属す

第20-C表 農家当り平均農業雇用費 1974-75年 （単位：バーツ）

県 郡 自 作 農 自小作農 小 作 農

Suphan Buri 県
Samchuk 郡 1,140.0 457.9 221. 4 

Ayuthaya 県
Ladbual uang 郡 7,062.1 3,938.0 5,152.1 

Ang Thong 県
Phothong 郡 1,781.6 2,138.1 906.3 
Wi setchai chan 郡 3,502.5 2,295.4 1,384.3 

Phi chit 県
Bangmunmak 郡 4,573.8 2,569.0 1,980.3 

（備考〕 Tarangsrup Phawa Sedlhakid lea Sangkhom khong Kasetkon. 
P. S., 2517-18. Eeksansathiti Chababthi 1, 2, 3, 4, 6それぞれの
Tarangthi 12.
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るラ ー トブゥアルアン郡とデルタ上流部に属する他の4郡との間に、地域的不

均等性がみられるが、全体としては、60年代半ばの時点とくらべて著しく増加

している。 「中部平原ではこの日麗賃金の相場は苗取りが 100ガム（束）につ

き15バーツ、田植えがライ当り20バーツ、稲刈りがライ当り25~30バーツ程度

である」（宍戸寿雄編「クイ経済発展の諸条件」、アジア経済研究所、1973年、

68頁）といわれている。とすると、C表の各郡の農業雇用費は、かなり多くの

日雇労働力が屈用されていることを想像させる。

以上、A•B•C3表は、屈用費を必ずしも正確に計上しているとは思われ

ないが、しかし、それにもかかわらず、農業内における賃労働の雇用関係がか

なり広範に展開してきていることが窺われるだろう。 なお、ことで次の点に留

意すぺきである。

(1)農業内における、こうした貨労働閲係の発展は、もとより、本質的には地

主小作関係と性格を異にするものであるが、しかし地主的土地所有は、賃労働

関係の一定程度の発展を前提にし、かつそれに寄生するという側面をもつもの

である。すなわち、地主小作関係の継続・発展は、農閑副業・日雇・出稼等の

補足による農家経済の最小限での再生産を基礎にして、はじめて実現しうるの

である。逆にいえば、地主小作関係の進展が、地代負担に悩む零細小作農の半
. . .  

プロ化の圧力をなし、農業内外に貨労働関係をおしすすめる一つの要因となっ

ているのである。 その意味で、地主小作関係は、賃労働関係の形成と相伴って

進展しているといえるだろう。

とはいえ、(2)農業における賃労働の発展とは、こ蝕向l［丘、 プルジョア的経

済関係の形成ということであり、したがって、一方に、賃金収入を再生産の不

可欠の要因とせざるをえない貧農・半プロ屑が形成されるとともに、他方に、

これらを雇用する富農的経営が発展していなければならない。 しかしながら、

すくなくとも米作経営に関するかぎり、すでに前段で指摘したように、厳密な

意味での朋芽的利潤の形成はみられず、したがって、経営上向化の可能性はき

わめて困難となっている。 事実、耕作規校別農家構成の推移をみても中・富農

圏の広範な落層化がみられるところである。とするならば、クイ農業にみられ

る賃労働の展開とは、小ブルジョア的経済関係の発展を意味せず、むしろアウ
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レング(Auraeng)とかロングケーク(Long kaek)とか呼ばれる伝統的な共

同態的労働編成の解体化のなかで、 その代位と補完の範囲内で賃労働が雇用さ

れているとみるべきかもしれない。 ともあれ、 この点の実証的な究明は今後の

課題としなければならない。

〔2〕地 主 類 型

1960年代以降、 農民層よりの土地所有の分離の拡大は、 一方において、 前段

で明らかにしたごとく、 中部デルタを中心に、 農民を小作農民として地主制下

に編成せしめたが、 これに対応して、 地主を普遍的に成立させる過程も同時に

進行した。 そこで、 今度は、 この地主の類型と数について、 資料はきわめて乏

しいけれども、 ある程度の分析をくわえておかなければならない。

(1)地主類型

ここであつかう地主とは、 たんに土地（農地・宅地・工場敷地など）の所有

者という意味ではなく、 また、 所有地の貸借関係が形式的に成立している場合

の地主一般をさすのでもない。 たんなる所有地の貸借関係は、 各時代に一般的

なものとして、 いわば歴史貫通的に見出すことができるものである。 また、 地

主手作経営において見出される地主小作関係も、 厳密には本来の地主小作関係

とはいいがたい。 もっとも、 手作地主が自作経営地を上回った余り地を周辺の

農民に貸与し、 小作料を取得している以上、 一種の地主小作関係が形成されて

いるにはちがいない。 しかし、 手作地主にとっては、 あくまで自己経営地が彼

の主たる生活手段であり、 貸付地からの小作料はその補足部分にすぎないとい

う点で、 寄生地主とはことなるとみなければならない。 したがって、 手作地主

とは、 本来の地主ではなく、 むしろ富農の一亜種形態というべきであろう。

ここでわれわれがいう本来の地主とは、(1)生産の目的のために土地を所有す

るのではなく、 もっばら 貸与 のためにのみ所有している寄生地主のことであ

る。 すなわち、 彼の土地所有は貸与を目的とし、 貸与の代償としての一定量の

小作料の取得のためにのみあるのである。(2)また貸与によって取得する小作料

は、 たんに自家消費を目的とするものではなく、 市場に投下して富の拡大再生

産を目的とするものである。 このように、 地主的土地所有とは、 たとえその一
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部分を自作することがあるとしても、主としては他人に貸与して剰余労働部分

を取得することを目的とする土地所有形態のことである。

以上を地主の一般的規定とするなら、特殊的には、地主を、土地所有の集稼

様式にもとづいて3類型に分類することができる。 すなわち、寄生地主は、(1)

大衆一般の土地集積によって成りあがった土地集稼地主と、(2)何らかの形で国

家権力と結びつき、大規模な新田開発や迎河開発によって地主となった新田開

発地主とに、大別することができる。 そして、(1)の土地集積地主は、明らかに

2条の形で展開している。 すなわち、(1)農村内部に根をおろし、農業生産力の

増進と農民の土地所有よりの分離とを軸として展開する村方地主と、(2)地方的

流通の拠点となっている町場の商人＝高利貸が、土地投資目的で外部から農村

に喰いこんでいく商人地主 とである （以上、 大石慎三郎「寄生地主形成の起

点」 古島編「日本地主制史研究」所収、岩波書店1958年、などを参考）。

さて、かかる地主類型は、中部タイの農村においていかなる形態で見出され

うるであろうか。 まず、友杉孝氏の地主分類をみておこう。

「バンコク在住の大地主は王族、 商人、 官吏（かつて高級官吏）、カトリ

ック教会等である。 これら大地主は所有地に代理人をおいている。 代理人は

小作人から定額の小作米をうけとり、これを現金化して地主に納める。 代理

人の手数料は10％が普通である。 小作料は大体収穫の4分の1ないし3分の

1ていどで不作の年は減免される。 大地主と小作人との間にはパーソナルな

関係は全くないといってよい。 … •••

地方郡役場所在地に住む中地主は、 官僚、商人である。 これら中地主の所

有規模は、数千ライに及ぶ場合もあるが、千ライ未満の場合が多い。 中地主

は小作地に代理人をおかずに、小作人と直接に交渉する。 小作料の形態はさ

まざまであり、 小作料の率も多様である。 大体、現金定額と現物定額が相半

ばしており、その額は収穫の3分の 1ていどである。 しかし、小作料は漸次

高くなる傾向にある。 これら中地主はその居住地である郡役場を中心とした

地域社会において、顔役でもある。 ……

在村小地主と小作人との関係は、きわめて多種多様である。 在村地主の所

有規模は小さく、 200ライに達するものは少ない。 老齢化したために所有地
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を他人に貸付けている場合も少なくない。 小作料は他の二つの地主に対して

高く、 収穫の 3 分の 1 ないし 2 分の 1 にもおよぶ。 形態としては、 現物定

額、 現金定額があるが、 條向としては現金定額が増加しつつある。 最近の注

目すべきことは金納前払いである。 これは、 小作人を求める土地なし農民の

競争が激化したことによる。」（友杉「タイ農業問題と村落社会」滝川編『東

南アジアの農業・農民問題」所収、 亜紀書房、 1971年、 123~124頁）。

友杉氏は、 以上のように、 居住地を分類の基準として(1)「バンコク周辺の大

地主」、 (2)「地方郡役場所在地に住む中地主」、 (3)「在村小地主」、 の3類型を

あげている。 この3類型と、 先にあげた、 土地集積様式の差異にもとづく3類

型とは、 ほぽ対応した関係にある。 すなわち、 新田地主は、 そのほとんどが氏

のいう 「バンコク周辺の大地主」で、 しかもしばしば王族・官僚である。 ま

た、 土地集積地主のうち、 村方地主は 「在村小地主」 にあたり、 商人地主は

「地方郡役場所在地に住む中地主」に対応するであろう。 この点を念頭におい

て、 次に、 第21表A • Bを検討しておこう。

まず、 A表において、 最も大きな比童をしめる「同 一県内の地主」とは、 村

方地主か廂人地主かは別にして、 ほぼ土地集積地主とみて間違いないだろう。

また、 「フ
゜

ラナコン県とトンブリー県の地主」および「その他の県の地主」と

は、 一部に新田地主が含まれているかもしれないが、 ほとんどが商人地主であ

るにちがいない。 つづいて、 B表において、 「親戚」と「近隣の知人」からな

る地主とは、 遅れた血緑的な小作関係ともとれるが、 ほぽ村方地主とみて大過

第21-A表 地主類型と小作地面積（中部11県） 1965年

地 主 類 型
小 作地面積（ライ）

（居住地による分類） 自小作農―
（
-％-） 

小作牒 ―

（
-

％
-）

同一県内の地主 6,338 78 8,593 85 
プラナコン県とトンプリ ー県の地主 1,424 18 948 10 
その他の県の地主 303 4 513 5 

計 8,065 100 10,054 100 

（備考〕 Khwamsamphan rawang Kanthukhrong Thidin kap Phawakanphalit Klong 
Chawna nai 11 Changwats Phakklang. P. S., 2508. Tarangthi 6. 
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第21-B表 地主類型と小作地面租（中部11県） 1965年

地 主 類 型
小 作地面積 （ライ）

（職業その他による分類） 自小作農
（％） 

小作 農
（％） 

親 戚 2,667 33 2,872 29 
近隣の知人 2,395 30 2,772 28 
県都居住の地主 1,543 19 2,957 28 

商 人 648 8 515 5 
両 親 281 4 190 2 
財産管理事務所 278 3 258 3 

寺 院 120 2 73 1 

官 吏 39 0.5 348 3 
そ の 他 94 1 69 1 

計 8,065 100 10,054 100 

（備考〕 出所は ， 第21-A表と同じ。 Tarangthi 5, 

ないだろう。 また、「両親」とあるのは、相続予定地などの両親の土地を管理

し、収穫物の一定部分を両親の扶掟費にあてている場合を指すものと考えられ

る。 次に、 「県都居住の地主」と「商人」とは、いうまでもなく商人地主にほ

かならない。 さらに、寺院地主も若干みられるが、しかし寄生地主のなかでは

いわば傍流に属するものといえよう。

なお、 タイにおける新田地主 について、 若干の説明をつけくわえておきた

い。 この国の新田地主は、19槌紀末以降の、新デルタにおける大規模な運河開

発と関連して形成されたものである。 新デルタの運河開発は、1870年代から、

それまでの交通路としての運河建設から米作地拡大のための運河建設へと、開

発目的に変化がみられ、しかもこの逓河開発が私的営利事業としても実施され

はじめた。 たとえば、 Jレア ングペーング(1888年）、 ウドム・チョンチョ ー ン

(1888~89年）、 ラングシット(1888~90年）、 プラビモン(1890~1933年）、

プラヤ ーバンル ー (1892年）、 バングプリー(1898~1901年） などの運河であ

る。 「この中で最大規模のものは1888年に着工したラング ヽンット地域米作地拡

大事業で••…開発面梢は24万ha ……運河網総延長は1,200kmに及ぶ。」（石井編、

前掲書、271頁）。 こうして運河建設によって開発された土地は、バンコ クの王
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族や商人に売りわたされ、 かれらはそれを入植農民に貸与して寄生地主として

の地歩を固めたのである。 新デルタにおける小作地率の高さは、 一つにはこの

新田地主の形成と関連していると思われる。

タイの地主制は、 以上の諸類型のうち、 村方地主を広大な裾野とし、 地方都

市の商人地主を中堅的支柱として構成され、 以上の基盤のうえに、1日時代以来

の王族・官僚などの新田地主が登立すると推察される。 ただし、 これら地主の

内部構成についての分析は今後の課題とし て残さ れているといわざるをえな

し‘
゜

(2)地主数

戦後期における小作関係の拡大が、 その対極に地主の普遍的な成立をもたら

したことは間違いないが、 しかしこの地主の数の問題となると、 皆目見当がつ

かないというのが実状である。 したがって、 ここでは、 参考までに若干の数字

をあげるにとどめなければならない（第22表）。

まず、 地券のある50ライ以上の地片数と1,000 ライ以上所有の地主数とを、

1952年度について表出しておく。 これは、 アメリカの技術経済援助特別使節団

が、 土地局(Dept. of Land)の地籍簿から拾いあげたものである。 1,000ラ

イ以上を所有する巨大地主数は、 この時点で、 調査16県中166名で、 とくにパ

トムタニー、 ナコンナヨック、 チャチ ュ ンサオ、 アユタヤなどの地主制の中心

地帯において著しい。

次に、 1971年度について、 地券数とこの地券によって権利設定された土地面

積についての数字を表示する。 なお、 ここで、 地券について若干の説明が必要

だろう。

タイの土地法は、 土地に対する権利関係を3種類に規定している。(1)「占有

証」(Bai Chong, S. K. 1)。 これは、 無主地を通常3年間占有することを許可

するものである。 ただし、 この占有証は、 土地権利証書としては一番弱く、 金

銭の貸借のさい、 担保能力に乏しいものである。(2)「占用証」(N.S. 3)。 これ

は、 占有証発行の 2 年後に、 その所有者が少なくとも占有地の75%を耕作し利

用しているとき、 発行されるものである。 地券発行の前提となる土地測量事業

が遅れているために、 中部タイを除く地域で は、 事実上の地券として取扱わ
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県 名

Inner Central Plain 
Pra Nakhon 
Thon Buri 
Samut Prakan 
Nonthaburi 
Pathum Thani 
Nakhon Fathom 
Ayuthaya 
Saraburi 
Ang Thong 
Sin Buri 
Suphan Buri 
Chai Nat 
Lop Buri 

計
East Sub-region 

Chanthaburi 
Chachoengsao 
Chon Buri 
Prachin Buri 
Trat 
Nakhon Nayok 
Rayong 

五I·

West Sub-re�ion 
Kanchanaburi 
Phetchaburi 

タイ農民贋分解の形態(2)（田坂）

第22表 地券と地主数

1 9 5 2年 ·1 9 7 1年
「地券」の 1,000ラ 「地券」によ
ある50ラ オ以上所 「地券」数

って権利設
イ以上の 有の地主 定された土

9:t也片数 数 地面積
（区画） （ライ）

3,374 238,678 302,485 
701 80,842 239,153 

1,764 10 40,633 417,655 
1,675 59,324 363,496 
4,217 54 25,996 263,686 
2,858 6 63,735 882,712 
7,541 17 123,748 1,480,016 

942 6 50,646 594,754 
189 52,761 395,019 
207 30,553 313,739 

2,576 57,494 885,975 
119 13,111 134,550 

1,100 45,068 479,768 

27,263 882,589 6,753,008 

163 18,530 112,086 
6,321 23 44,747 1,188,537 
1,176 1 58,861 618,611 
1,459 3 12,740 290,576 

1 5,566 39,277 
1,993 33 19,239 513,265 

6,934 62,751 

11,112 166,617 2,825,103 

1 10,649 30,041 
375 1 59,922 466,635 

Prachuap Khiri Khan 9,042 52,509 
Ratchaburi 663 2 67,090 589,833 
Samut Songkhram :44 2 27,122 141,742 
Samut Sakhon 1,415 2 29,229 325,306 

計 2,497 203,054 1,606,066 

North Central Region 
Kamphaeng Phet 2,695 13,521 
Tak 3,583 5,775 
Nakhon Sawan 891 4 33,696 397,398 
Phi chit 328 19, 197 299,607 
Phi tsanulok 50 34,756 263,135 
Phetchabun 5,887 26,694 
Sukothai 11 19,093 149,746 
Uttaradit 10 26,004 136,776 
Uthai Thani 712 23,204 350,101 

計 2,002 168,115 1,642,753 

1973-74年
140ライ以
J:所有者の
自作農に占
める率

（％） 

2.29 
0.26 
0.91 
4.51 

50. 87(?)

1. 26
0.93
3.06

0.23 
2. 55
6.30
5.35
1.51

1. 5.5 

3.37 
0.64 
0.34 
1. 21

2.71 

2.99 
0.12 
0.89 
3.14 

0.34 

〔備考〕 Report 011 Land Development in Thailand, 1952. Appendix A（京大HRAF資料27).

Statistical Yearbook, Thai/an,/, 1972-73. 98表
，

およびLakstina Kant/1ukhrong Thid111 
Phua Kasedkam, P. S., 2516-17, Tarangthi 2 より作成。
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れている。(3)「地券」 (Chanod Thidin)。 これは、 無条件封土証書 (a Fee 

Sinple Deed) として、 完全な土地所有権を表示し、 譲渡も自由である。 これ

ら3種類の証書によって、 権利が設定された土地面積は、 「最近の概算では、

占有証250万ライ、 占用証1,120万ライ、 地券750万ライ、 まった＜証書のない

もの4,000万ライである」(J. Ingram, op. cit., pp. 266) といわれている。

第22表の地券数は、 したがって、 地券の発行によって完全な所有権が設定さ

れた土地の区画数を示すものであるが、 これはまた、 近似的に、 土地所有者数

を示唆するものとなっている。 もっとも、 この所有者数のうち、 寄生地主数が

どれくらいの比重を占めるかは、 まったく不明であるが。

最後に、 1973-74年度について、 140ライ以上を所有する農家の、 自作農に

しめる割合を、 参考までに掲示しておく。

〔3〕階 級 構 成

われわれは、 上来、 タイ農民層の階級分解度と分解の性格について検討し、

チャオフ
゜

ラヤー ・デルタの各地域において地主小作関係と賃労働関係が広汎に

展開してきていることを明らかにした。 そこで、 最後に、 これら農民陪の階級

構成を試論的に示し、 以上の締括りにしておきたい。

注意点． 階級区分の方法

そもそも農民層を階級的に区分するということは、農民各層の階級的な勢力配置を

明らかにし、 労働者階級が農民にたいしてどのように働きかけ、農民のどの階層を同

盟者としてどう獲得するかということについて 、 階級的に正しい態度·方法を明らか

にするためである。 とするならば、農民恩を階級的に区分する基準とは何かというこ

とが、次に問われなければならないが、そのためにも、 まず、階級とは何かというこ

とが明確にされる必要がある。 この点、 ここではとりあえず、 レ ー ニンの「偉大な創

意」から、次の文章を引用しておこう。

「階級とよばれるのは、歴史的に規定された社会的生産の体制のなかで占めるそ

の地位が、 生産手段に対する関係（その大部分 は法律によって確認されている）

が、社会的労働組織のなかでの役割が、したがってかれらが自由にしうる社会的宮

をうけとる方法と、分け前の大きさが、他と違う人びとの大きな集団である。 階級

とは 、 一定の社会経済制度のなかで占めるその地位が違うことによって 、 そのうち

の一方が他方 の労働をわがものとすることができるような、 人間の集団をいうので
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ある。」（レ ー ニン全集、大月書店 、 第29巻、425頁）
この文章全体から明らかなように、階級関係とは、 「生産手段にたいする関係」や

「社会的労働組織のなかでの役割」や「分配関係」などにもとづいて形成されるとこ
ろの、 「一方が他方の労働をわがものとする」搾取関係ということである。したがっ
て、農民履を階級的に区分する基準も、生産手段の所有関係にもとづいて形成される
ところの搾取関係という原則にかわりないのである。それでは、タイの農民屈は 、 具
体的にはどのように区分されるぺきであろうか。

タイの地主制のもとでは、寄生地主制的な土地所有関係にもとづく高率地代の搾取
・被搾取関係を基本的な基準として、地主 、 自作、自小作、小作および雇農という階

級に 、 まず区分することができる。と同時に、資本主義のもとでの裔品経済の没滲と
ともに、共同態的労働編成が解体し 、その代位と補完という形で、貸労働関係が形成
されているのであるから、富農（一定の賃労働を恒常的に搾取しているブ）レジョア的
農民） 、 中農（本質的には搾取もせず搾取もされない小ブルジョア的農民）、貧農（半
プロレタリア的農民）および牒業・農村労働者（プロレタリア）という階級に区分す
ることも必要である。なお、念のため指摘しておけば、自作、 自小作、小作という階
層のなかにも 、 それぞれ富農 、 中農 、 貧殷は存在しているのである。

ところで、重要なことは、これら 2 つの基準にもとづく階級区分をどう統一的に把
握するかということである。 ここで、かってレー ニンが、旧ロシアにおいて、半封建
的な社会経済的特質と階級分化の状況に即して、 農奴制的大土地所有者＝地主、 富
農、中農、貧農、農業プロレタリアー トという階級区分をおこなったことを、想起す
べきである。レーニンは 、 「貧農に訴える」その他で次のように各階級・階岡を特徴
づけている。

地主＝「地主の力は、なによりもまず 、 彼らの私有財産になっている土地の大きさ
で判断することができる。・・・・・・1,000の家族が200万の家族と同じだけの土地をも
っている」 （全集、第6巻、385頁）

. . . . . . . . . . . . 

富農＝「主要な特徴の一つは、彼らが雇腹や日雇をやとっていることである」（同
上、394頁）

中農＝「他人の労働を搾取せず••…•他人の労働で生活せず、自分で働き 、 自分の労
働によって生活している農民である」 （全集、第29巻、240頁）

貧農＝「半分は経営主ではなくなって、雇人に、プロレタリアになった、というこ
とである」（全集、第6巻、396頁）

農村プロレタリア＝「彼らは土地で、経営するのではなく、人にやとわれて働くこ
とで生活している」（同上、395頁）

さて、 上の注意点を考慮にいれながら、 バンプラオ村第9区および第12区の

部落について、 経営再生産規模を基準として階級区分の一試案を示せば、 次の

- 164-



第23表 Ban Prao村の階級構成
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経 営 販 売量 農業所得 労働力の存在形態 経 営 農家

戸比率
階級構成 所有規 模

再生産規模 （クイアン）
による家計

従事者 雇（金額傭） 被（金屑頷傭） 水牛 肥 料
） 戸数費充足率 （袋

100ライ
7以0%上 小の販

作料
売

米あ寄生地 主 貸
以

付
上

率 30ライ以下 ゼロ ゼロ ゼロ 2 2.5 
り

80ライ以上
100ライ前後

20クイア 5名 2,000 富 農 貸
以

付
下

率20% ゼロ 2 2.5 ン以上 前後 ―ー 3 ~ 6 8袋
80ライ以上 15クイア 7,000 頭 前後

地主自 作 貸
以

付
下

率50% 40ライ以上 ン前後
100％以上 バーツ 3 3.8 

60~80ライ 15クイア ゼロ
上層 60ライ以上 小作

ィ
は90 ン以上 2,000 ないし 3 3.8 

ラ以上 3名 2,ヽミ•0一00 2 ~ 5 2 ~10 
中晨 30-50ライ 40~60ライ 前後

バーツ ノツ 頭 袋
下陪 ないし 小作は60

10クイア 70 ％ 以 上 前後 前後 16 20.0 
無所有 ライ以上 ン前後 まで

20-40ライ 1,000 上層 30ライ以下 小作は30 21 26.3 
ライ以上 10クイア バーツ 500 ~ 3頭 5袋貧屁 ないし ン以下

70％以 下 以下 2,000 以下 以下無所有 2名 ないし半プロ 20ライ以下 前後 ゼロ バーツ 13 16.3 

5 ライ以下
雑業・日雇 無 所 有 ないし 販売なし な し な し 不 明 ゼロ ゼロ 20 25.0 

非耕作

〔備考〕 1)経営再生産規模とは， 自作農基準の経営規模のことである。すなわち ， 9卜作晨と自作農とでは， 同一の経営規模の場合， 経営の経済的内容がまったく異
なるために，小作農経営の経済的内容を自作換算することが必要である。中部では平均して ， 生産嚢の三分の二が小作農の取り分で， 残りの三分のーが
地主取り分であるから ， ここでは自作換寂率を66. 7％とした。したがって ， たとえば， 30ライの小作地は， 経営再生産規模としては20ライの自作地に相
当する。

2)農家戸数， 農家構成は，Ban Phrao村第9, 12部落の数字である。
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ごとくである（第23表）。

まず、農民囮分解の分岐点としての中農層の規定が問題となる。 われ われ
． ． ． ． ．

は、すでに、中農の厳密な（エンゲ）レスの） 規定については説明したとおりで

あるが、 ここ で は、 タイ農村の現実にそくして若干の具体化を試みておきた

い。 すなわち、 中農層の上限は、 (1)農業所得だけで家計費を償いうる線であ

り、 さらにまた、(2)雇用超過（被雇用に対して）が一農家当り一 人になるまで

の線、 つまり金額でいうなら2,000バーツ前後までの線であって、この村では、
. . . . . . .

経営再生産規校60~80ライの線がそれにあたる。 また下限は、(1)農業所得によ

る家計費充足率が70％以上の線で、(2)雇用超過がほぼゼロとなる線、つまり屈
. . . . . . .

用と被雇用とがほぼ相殺関係にあるような線であって、 それは経営再生産規校

40~60ライの線である。 その意味で、 ここでは中農層の幅をエンゲルスの規定

よりやや広げて40~80 ライの経営層とし、 その典型として60ライ前後層と規定

することにする。
. . . . . . .

中腹層の上限以上が富農層で、経営再生産規校が 100ライ 前後の線にあり、

(1)農業所得による家計費充足率が100％以上、 また(2)雇用超過が一人以上、 金

額で 2,000バーツ以上の線にある層である。 この富農層の一亜種形態として、

所有規模80ライ以上、 貸付率50％以下の地主手作経営を設定することにする。

また、 中農層の下限以下が貧農履で、 とくに20~40 ライの経営層は典型的な貧

農の屈で、 なかでも20ライ以下の経営層は半フ
゜
ロレクリア層を形成する。 さら

に、その下に、無所有・非耕作の雑業・ 日屈屑が滞留する。

これらの諸階級のうえに、 所有規模100ライ以上、 貸付率70％以上の村方地

主が形づくられ、 さらに、地方的流通の拠点となっている町場の不在・商人地

主が、数ヵ村ないし数十ヵ村にわたって大規校に土地を集積し、 一般農民層の

窮乏のうえに舒立する。

以上、 バンプラオ村の2部落を事例とする階級区分の一試案を提示した。 こ

こにみられる農民層の階級構成が中部タイ全域のそれを指標するものであるか

どうかは、 今後、さらにいっそうの研究によって検証されなければならない。

ともかく、 本稿においては、中部タイの稲作地域における農民層分解の進展度

と性格について概競し、現代の帝国主義にたちむかう階級諸葵力がこの国にお
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いてどのように形成されてきているか、 という基本問題解明のための糸口をつ

けたにすぎないのである。

［付記〕

本稿の作成にあたって、石井米雄氏（京都大学）と北原淳氏（神戸大学）より 一方

ならぬご援助とご指導をうけた。 とくに、 北原氏は、 バ ンプラオ村の調査原表を快く

提供され、貴重な助言をおしまれなかった。 記して両氏のご厚意に感謝する次第であ

る。
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